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表紙のイラストは、町民の命と

暮らしを守るために、保健・医療・

福祉・介護と環境や地域資源が

連携・協働して進める 

「南部町地域包括ケアシステム」

をイメージしたものです。 
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誰も自殺に追い込まれることのない 

南部町を目指して 

 

 

 

当町では、平成 28年４月に改正された自殺対策基本法に基づき、町民一人ひとりがこ

ころの健康づくりの大切さを理解し、必要な支援が受けられるよう、平成 31年に「いの

ち支える南部町自殺対策計画」を策定いたしました。 

本計画では、「誰も自殺に追い込まれることのない南部町を目指して」を基本理念に掲

げ、町民が健康で生きがいを持って地域で安心して暮らすことのできる“いのち支える南

部町”を目指し、当町のこれまでの自殺対策の取り組みを全庁的に展開し、総合的に推進

してきました。 

近年では当町の自殺死亡率は全国や県、八戸圏域と比較し低下傾向にありましたが、令

和２年以降、上昇傾向にあり、県、八戸圏域も同様であります。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う生活様式や健康に対する意識の変化も生

じ、価値観の多様化など人々の日常生活に大きな影響を及ぼしています。 

あらゆる年代の人が抱える悩みや問題に対し、多面的な支援ができるよう、関係機関と

より一層連携していき、町民一人ひとりが心身ともに健やかに暮らすことができるよう、

引き続き町民や関係者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたりましてご審議、ご助言をいただきました「南

部町健康づくり推進協議会」の委員の皆様をはじめ、パブリックコメントにご協力いただ

きました町民の皆様方に深く感謝を申し上げます。 

 

 

 

令和６年３月 

 

南部町長 工 藤 祐 直 

 

 

 

 

 

町長あいさつ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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第１章  計画の概要 
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１ 計画策定の趣旨 

日本の自殺対策は、平成 18 年に自殺対策基本法が制定されて以降、大きく前進し、

「個人の問題」から「社会の問題」と認識されるようになり、国全体で総合的に推進

した結果、自殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど成果を上げてきました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで状況に変化が生じ、男性、特

に中高年男性の自殺者数が大きな割合を占める状況は変わっていませんが、令和２年

には自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどにより、特に女性や小中高

生の自殺者数が著しく増加しました。令和４年には男性の自殺者数も 13年ぶりに増加

し、小中高生の自殺者数は過去最多となっています。 

平成 28 年に改正された自殺対策基本法では、「都道府県及び市町村は自殺総合対策

大綱及び地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を定めるものとする」とされ、

当町においても、平成 31年３月に「いのち支える南部町自殺対策計画」を策定し、自

殺対策の取り組みを全庁的に実施してきました。 

第２次計画では、今まで取り組んできた事業の成果や課題などを再検証し、引き続

き「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、自殺対策を総合的に

推進していくこととします。 

この計画は、そのための総合的な自殺対策の取組方針を示し、基本施策・重点施策

を明らかにするために策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、自殺対策基本法第 13条第２項の規定により、南部町における実情を勘案

して定める自殺対策についての計画です。中長期的な視点を持って継続的に実施して

いくため、「自殺対策基本法」、「自殺総合対策大綱」を踏まえ、また、関連性の高い計画

である「南部町総合振興計画」、「南部町健康増進計画」、「南部町地域福祉計画」など

との整合を図ります。 

 

３ 計画の期間 

令和６年度から令和 11年度までの６年間とします。また、国や県の政策と連携する

必要があることから、国や県の動向や社会情勢の変化に配慮し、必要に応じ計画の見

直しを行います。 

 

４ 計画の数値目標 

国の「自殺総合対策大綱」では、令和８年までに平成 27 年と比べて自殺死亡率を

30％以上減少させることとしています。 
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この方針を踏まえ、南部町の自殺対策計画の目指すべき目標値として、令和５年ま

での５年間で 26.7以下（自殺者数４人以下）を目指していましたが、令和４年は目標

値を達成できない見込みです。 

第２次計画においては、令和 11 年までの６年間で 21.3 以下（自殺者数３人以下）

を目指し、自殺者ゼロに近づけるよう「誰も自殺に追い込まれることのない南部町」

の実現を目指します。 

 

５ 自殺対策の推進体制等 

自殺対策は、家庭や学校、職域、地域等社会の全般に関係しており、総合的な対策の

ためには、多分野の関係者との連携と協力のもとに、効果的な施策を推進していく必要

があります。 

このため、幅広い関係機関・団体で構成される「南部町健康づくり推進協議会」や、

庁内に設置する「いのち支える南部町自殺対策推進本部」において協議し、施策の推進

を図ります。 

(１)南部町健康づくり推進協議会 

保健、医療、教育、地域住民代表など、町内外の関係機関や団体で構成される協議

会であり、当町の自殺対策に係る事業の進捗状況や協議や承認、計画の進捗状況の検

証などを行います。 

(２) 南部町いのち支える自殺対策推進本部 

庁内において、町長をトップとした全所属長で構成される庁内組織であり、町長の

リーダーシップにより、全庁を挙げて横断的な自殺対策に取り組んでいきます。 

また、自殺対策推進本部の下部組織として、各課から選出する職員で構成する「幹

事会」を置き、現場における自殺対策に係る進捗状況の確認と推進に取り組むととも

に、職員をゲートキーパーとして養成します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

本部長（町長） 

幹事会（課長補佐等） 

副本部長（副町長、教育長） 

本部員（各課長等） 
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第２章  自殺の現状 
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１ 南部町の自殺の現状 

 

（１）自殺死亡率の推移 

国の自殺死亡率は平成 21年以降、町、県、八戸圏域ともに低下傾向にあり、平成

26 年、27 年は国、県、八戸圏域を下回っていましたが、平成 30 年以降は国、県、

八戸圏域を上回り、令和２年から上昇傾向にあります。（図１） 

 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」より健康こども課作成 

（参考値）八戸圏域の数値…三戸地方保健所作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

南部町 51.8 43.0 77.4 58.9 39.9 56.3 31.3 26.6 16.3 16.4 33.4 17.1 29.0 23.7 41.7 48.5

八戸圏域 29.2 38.8 34.4 34.7 30.7 29.1 22.7 22.9 19.0 21.0 23.4 22.0 22.3 16.7 17.2 25.7

青森県 31.1 33.4 34.1 34.6 29.4 26.2 24.3 23.3 20.4 20.5 21.0 20.8 20.6 16.9 19.3 23.4

全国 23.7 24.4 24.0 24.4 23.4 22.9 21.0 20.7 19.5 18.5 16.8 16.4 16.1 15.7 16.7 16.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

図１ 自殺死亡率（人口 10万人あたりの人数）の推移 

＊＊＊ 自殺死亡率とは ＊＊＊ 

自殺者数

人口（10月 1日現在）
× 100,000人 
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（２）男女別・年齢別自殺死亡率 

男性では 30歳代以降の各年代にみられ、特に 50歳代、60歳代の壮年層、80歳代

が高くなっています。女性では 60歳代以降が高くなっています。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「自殺実態プロファイル2022」より健康こども課作成 

 

 

（３）自殺死亡者数の推移 

自殺死亡者数は、平成24年以降は６人以下となっていましたが、令和２年より増加

傾向にあります。また男性が女性より多い傾向にあります。（図３） 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」より健康こども課作成 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

総数 11 9 16 12 8 12 6 5 3 3 6 3 5 4 7 8

男 9 7 12 11 6 11 2 4 2 2 6 2 4 1 5 5

女 2 2 4 1 2 1 4 1 1 1 0 1 1 3 2 3

0
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0

48.7

18.5

60.6 63.0

33.2

52.0

0 0

19.5
15.7

37.2
42.8

35.5

0

20

40

60

80

100

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

男性 女性

図２ 男女別・年齢別自殺死亡率（平成 29年～令和３年） 

図３ 自殺者数の推移 

(人) 
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割合(町) 割合(全国) 自殺死亡率(10万対／町) 自殺死亡率(10万対／全国)

（４）男女別・年齢別自殺者数 

男性は50歳代、60歳代が最も多く、次いで80歳以上となっています。 

女性は60歳以上が多く、次いで50歳代となっています。（図４） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」より健康こども課作成 

 

（５）リスクが高い対象群 

南部町の自殺者の５年間の累計について、性・年齢・職業・同居人の有無による

自殺死亡率を全国と比較すると、自殺死亡率が全国と比べて高いのは、男性では     「40

～59 歳・無職者・独居」、次いで「40～59 歳・無職者・同居」、女性では「40～59

歳・無職者・独居」、「60歳以上・無職者・独居」となっています。（図５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

資料：自殺実態プロファイル2022特別集計（住居地・自殺日、平成29年～令和3年合計） 
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①主な特徴 表１ 

上位５区分 
自殺者数 
5 年計 

割合 
（％） 

自殺率* 
(10万対) 

背景にある主な自殺の危機経路** 

1 位:女性 60 歳以上 
無職同居 

5 18.5 39.9 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

2 位:男性 60 歳以上 
無職独居 

3 11.1 225.8 
失業（退職）＋死別・離職→うつ
状態→将来生活への悲観→自殺 

3 位:女性 60 歳以上
無職独居 

3 11.1 101.5 
死別・離別＋身体疾患→病苦→う 
つ状態→自殺 

4 位:男性 60 歳以上
無職同居 

3 11.1 43.3 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩
み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

5 位:男性 60 歳以上 
有職同居 

3 11.1 41.6 

①【労働者】身体疾患＋介護疲れ
→アルコール依存→うつ状態→
自殺 

②【自営業者】事業不振→借金＋
介護疲れ→うつ状態→自殺 

区分の順位は自殺者数の多い順で、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 

*自殺死亡率の母数（人口）は令和 2年国勢調査をもとに自殺総合対策推進センターにて推計し 

たもの。 

**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書2013（ライフリンク）を参考にしたもの

で、危機経路を類型的に例示しているもの。 

資料：自殺実態プロファイル2022（特別集計（住居地・自殺日 平成29年～令和3年合計）） 

 

②60歳以上の自殺の内訳 表２ 

同居人の有無では、家族と同居している人の割合の方が高くなっており、家庭内で

の孤立も考えられます。また、一人暮らしの方においても、社会的孤立なども考えら

れます。 

性別 年齢階級 

同居人の有無 
（人数） 

同居人の有無 
（割合／％） 

全国割合（％） 

あり なし あり なし あり なし 

男性 

60 歳代 4  1  22.2  5.6  14.0  10.4  

70 歳代 1  1  5.6  5.6  15.0  8.0  

80 歳以上 1  1  5.6  5.6  11.5  5.0  

女性 

60 歳代 2  1  11.1  5.6  8.7  2.8  

70 歳代 2  1  11.1  5.6  9.1  4.3  

80 歳以上 2  1  11.1  5.6  6.9  4.3  

合計 18 100 100 

高齢者（65歳以上）の多くが無職のため、性・年代別の同居者の有無を示しています。 

資料：自殺実態プロファイル2022（特別集計（住居地・自殺日 平成29年～令和3年合計）） 
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③有職者の自殺の内訳 表３ 

平成 29 年～令和３年の自殺者数は合計 27 人ですが、そのうち有職者の自殺者数

は８人となっています。 

職業 自殺者数（人） 割合（％） 全国割合（％） 

自営業・家族従業者 2 25.0 17.5 

被雇用者・勤め人 6 75.0 82.5 

合計 8 100 100 

資料：自殺実態プロファイル2022（特別集計（住居地・自殺日、平成29～令和3年合計）） 

（性・年齢・同居の有無の不詳を除く） 

 

 

（６）自殺未遂歴の状況 表４ 

平成29年から令和３年の５年間の自殺者のうち、自殺未遂歴のあった者の割合は

7.4％であり、全国の19.4％と比べて低い状況です。 

未遂歴 自殺者数（人） 割合（％） 全国割合（％） 

あり 2 7.4 19.4 

なし 13 48.1 62.3 

不詳 12 44.4 18.3 

合計 27 100 100 

資料：自殺実態プロファイル2022（特別集計（住居地・自殺日、平成29～令和3年合計）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にし、生活状況別の自殺に多くみら

れる全国的な自殺の危機経路を例示しています。自殺対策において、自殺の直前の「原因・動機」の

さらに背景にある様々な要因に対応することが求められています。示された危機経路は一例です。 

「自殺実態 1000 人調査」から見えてきた 

自殺の危機経路 
自殺は、 

平均すると 

４つの要因が 

複合的に連鎖して 

起きています。 
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２ 健康意識調査結果から 

健康増進計画策定にあたり、住民の健康に関する意識や健康づくりの状況を把握す

るため、住民を対象とした下記のアンケートを実施して、その結果を計画内容に反映

しました。 

 

 南部町健康意識調査 児童生徒健康意識調査 

調査対象者 
20歳以上の町民 2,000人 

（無作為抽出） 

小学５年生  88人 

中学３年生  120人 

その保護者  205人 

調査方法 郵送による配布・回収 学校配布・学校回収 

調査期間 令和４年 11月 14日～12月 16日 令和５年７月 12日～７月 19日 

有効回答数 799人 

小学５年生  80人 

中学３年生  118人 

その保護者  177人 

有効回答率 40.0% 

小学５年生  90.9％ 

中学３年生  98.3％ 

その保護者  86.3％ 

 

（１）休養・こころの健康関連 

①睡眠 

令和５年度の「22時以降に就寝する小学生の割合」では、小学５年生は 36.2％、

「23時以降に就寝する中学生の割合」では、中学３年生は 50.8％で半数を超えてい

る現状です。（図６・図７） 

成人では、令和４年度の「睡眠を十分にとれていない人の割合」では、平成 28年

度に比べ、低下しています。また、「睡眠確保のためにお酒を飲むことがある人の割

合」も平成 28年度より低下しています。（図８・９） 

 

図６ 22 時以降に就寝する小学生の割合     図７ 23 時以降に就寝する中学生の割合 

（小学５年）                （中学３年） 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康こども課（令和５年度児童生徒健康意識調査） 

75.6%

50.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

平成28年度 令和5年度

65.0%

36.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

平成28年度 令和5年度
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 図８ 睡眠による休養を十分にとれていない人の割合   図９ 睡眠確保のためにお酒を飲むことがある人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康こども課（令和４年度健康意識調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ストレス 

令和５年度の「ストレスを感じることがある人の割合」は、中学生では 73.7％で

65.5％の人はストレスを対処できています。（図 10・図 11） 

成人では、半数以上の 61.5％がストレスを感じており、年代別では、高齢期でス

トレスを感じる人の割合が高くなっており、年代が上がるごとに上昇する傾向にあ

ります。(図 12) 

「ストレスを感じたり悩んだりした原因の割合」は、仕事が最も高く 44.7％でし

た。次いで、自分の健康、職場の人間関係となっています。（図 13） 

また、ストレス解消法として、「寝る」、「テレビ・ラジオ」、「家族や友人に話を聞

いてもらう」が上位に挙げられています。(表５) 

図 10 ストレスを感じることがあるか（中３） 

 

 

 

資料：健康こども課（令和５年度児童生徒健康意識調査） 

23.7% 50.0% 23.7%

2.5%

中３

よくある ときどきある あまりない まったくない

21.8%

52.8%

35.6%

平成24年度 平成28年度 令和4年度

12.3%

18.0%

11.5%

平成24年度 平成28年度 令和4年度

疲れたときは、お酒を飲んでダラダラ

起きてないで。 

早く布団に入って体を休めましょう。 

「南部町自殺予防普及チラシ」より 
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図 11 ストレスにうまく対処できているか（中３） 

 

 

 

 

 

 

資料：健康こども課（令和５年度児童生徒健康意識調査） 

 

図 12 ストレスを感じることの有無 

 

資料：健康こども課（令和４年度健康意識調査） 

 

図 13 ストレスを感じたり悩んだりした原因の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康こども課（令和４年度健康意識調査） 

61.5%

49.3%

53.8%

73.1%

35.5%

50.0%

43.5%

22.6%

3.0%

0.7%

2.7%

4.3%

全体

青壮年期

中年期

高齢期

はい いいえ 無回答

30.8

21.8

7.6

23.7

12.5

9.5

4.6

18.8

44.7

25.7

5.1

6.6

0 10 20 30 40 50

自分の健康

家族や親族の健康

家族や親族など親しい人との死別

家族との関係

育児や子どもの事

家族の介護

住宅環境の変化

金銭問題

仕事

職場の人間関係

近所との付き合い

その他

16.1% 49.4% 19.5% 8.0%

6.9%

中３

対処できていると思う まあまあ対処できていると思う

あまり対処できていないと思う ほとんど対処できていないと思う

分からない

(％) 
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表５ ストレスの解消法(ライフステージ別) 

資料：健康こども課（令和４年度健康意識調査） 

 

③児童生徒のこころの健康 

「困った時の相談相手がいる」と回答した割合は、小学５年生で 87.5％、中学３

年生では 85.6％、「周囲から大切にされていると感じる」割合は、小学５年生で

76.2％と少なく、中学３年生では 92.4％という状況でした。((図 14・図 15) 

 

図 14 困った時の相談相手がいるか（小５・中３） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康こども課（令和５年度児童生徒健康意識調査） 

 

図 15 周囲から大切にされていると感じるか（小５・中３） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康こども課（令和５年度児童生徒健康意識調査） 

ライフ 
ステージ 

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 

青年期 
(20～44 歳) 

寝る 
家族や友人に
話を聞いても
らう 

音楽を聴く 買い物をする 
インターネッ
ト・SNS 

54.7% 43.2% 40.5% 36.5% 36.5% 

中年期 
(45～64 歳) 

寝る 
家族や友人に
話を聞いても
らう 

のんびりする 
時間をとる 

テレビ・ 
ラジオ 

買い物をする 

34.9% 31.6% 30.6% 26.2% 25.9% 

高齢期 
(65～79 歳) 

テレビ・ 
ラジオ 

家族や友人に
話を聞いても
らう 

寝る 
のんびりする 
時間をとる 

買い物をする 

32.6% 29.1% 28.3% 28.0% 22.0% 

85.6%

87.5%

13.6%

11.3%

0.8%

1.2%

中３

小５

いる いない 無回答

15.0%

22.9%

61.2%

69.5%

13.8%

6.8%

5.0%

0.8%

5.0%

小５

中３

とてもそう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない 無回答
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図 16 心配な事や悩み事はあるか（小５・中３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康こども課（令和５年度児童生徒健康意識調査） 

 

表６ 心配な事や悩み事の内容 （小５・中３） 

資料：健康こども課（令和５年度児童生徒健康意識調査） 

 

図 17 お子さんとのコミュニケーション（小５・中３保護者） 

 

 

 

 

 

 

資料：健康こども課（令和５年度児童生徒健康意識調査） 

 

 

④自殺予防 

「町が自殺予防に取り組んでいることを知っている人の割合」は、平成 24年度で

は 65.5%でしたが、令和４年度では 46.4％と平成 28年度とほぼ変わらず、こころの

健康づくりについてＰＲの強化を図る必要があります。(図 18) 

自殺を考えたことのある人の割合は、男性では 30 歳代が最も高く、60 歳までの

年代全般に多くみられ、女性では 25歳が最も高くなっています。(図 19) 

 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 

小５ 
勉強・成績 

友達や 

人間関係 
お金 自分のからだ 自分の性格 将来 

51.6% 48.4% 45.2% 38.7% 35.5% 

 1 位 2 位 3 位 ４位 ５位 

中３ 
勉強・成績 将来 

友達や 

人間関係 
自分の性格 学校 異性・恋愛 

72.7% 41.8% 34.5% 23.6% 16.4% 

46.6%

38.8%

52.5%

58.8%

0.8%

2.5%

中３

小５

ある ない 無回答

54.5%43.8%

1.7%

とれている

どちらかと言えばとれている

とれていないと思う
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図 18 町が自殺予防に取り組んでいることを知っている人の割合 

 

資料：健康こども課（令和４年度健康意識調査） 

 

図 19 自殺を考えたことのある人の割合 

 

資料：健康こども課（令和４年度うつ病スクリーニング） 

 

（２）高齢者関連 

①総人口と高齢化率の推移 

当町の総人口は、減少傾向が続いており、令和５年 10 月１日時点で 16,659 人と

なっています。 

年齢３区分別にみると、年少人口（0-14歳）、生産年齢人口（15-64歳）、老年人 

口（65歳以上）ともに減少が続いています。(図 20) 

 

図20 年齢別３階層人口区分の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉介護課（第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画） 

65.5% 46.1% 46.4%

平成24年度 平成28年度 令和４年度

6.8

15.8

12.0

6.9 7.8
5.6

8.2

4.4
2.6

6.2

12.0

5.7

0

4.1

0

5.6

0 0

4.4 5.3

0%

10%

20%

25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳

男性 女性

1,687 1,629 1,591 1,520 1,487 1,412 

9,845 9,479 9,223 9,002 8,771 8,560 

6,804 6,821 6,835 6,820 6,763 6,687 

18,336 17,929 17,649 17,342 17,021 16,659

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

(人) 
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②高齢者人口の推移 

    前期高齢者は令和３年をピークに減少傾向にあり、後期高齢者は令和３年までは 

減少していましたが、令和４年より増加傾向にあります。そのため、後期高齢者数 

の高齢者人口に占める割合は令和４年より上昇しています。(図 21) 

 

         図21 高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉介護課（第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画） 

 

③世帯の状況 

高齢者の単身世帯数は平成 27年では高齢者夫婦世帯数を上回り、令和２年は 

1,000世帯を超え、高齢者の単身世帯が増加している状況がうかがえます。(図 22) 

 

図22 高齢者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉介護課（第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画） 

387 
528 632 700 

850 
1,002 

437 

604 
705 

770 

830 

864 

824 

1,132 

1,337 
1,470 

1,680 

1,866 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

単身世帯数 高齢者夫婦世帯数

(人)

3,148 3,180 3,239 3,267 3,156 3,039

3,656 3,641 3,596 3,553 3,607 3,648

6,804 6,821 6,835 6,820 6,763 6,687

53.7% 53.4% 52.6% 52.1% 53.3% 54.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

前期高齢者(65-74歳) 後期高齢者(75歳以上) 後期高齢者占有率

(人)
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運動器の

機能低下

低栄養の

傾向

口腔機能

の低下

閉じこも

り傾向

認知機能

の低下
うつ傾向

町 全 域 11.7 5.4 21.6 7.1 40.0 27.9

福地地区 14.7 4.9 21.6 7.6 39.8 25.2

名川地区 11.3 5.8 22.8 7.5 41.8 30.8

南部地区 9.0 5.6 20.4 6.2 38.0 27.3

0.0%

25.0%

50.0%

④高齢者を取り巻く状況やニーズ調査結果から見えた現状 

第９期南部町介護保険事業計画策定において、高齢者や介護者の生活実態及び介護保険

事業を展開する事業者の実態等を把握し、地域における高齢者施策の総合的な推進を図る

ための基礎資料を得ることを目的として、アンケート調査を実施しました。 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（健康とくらしの調査） 

調査対象者 

・介護予防・日常生活支援総合事業対象者（総合事業対象者） 

・要支援認定者（要支援１・２） 

・一般高齢者（令和４年 10月 25日時点で 65歳以上の人） 

1,500人（無作為抽出及び前回の調査に協力した人） 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 令和４年 11月 14日～12月５日 

有効回答数 1,061人 

有効回答率 70.7% 

１）リスクに該当する高齢者の状況 

高齢者においての各リスク該当高齢者出現率をみると、町全域では認知機能の低下、

うつ傾向、口腔機能の低下、運動器の機能低下、閉じこもり傾向、低栄養の傾向の順

に高くなっています。 (図23) 

 

図23 リスクに該当する高齢者の出現率 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  
 

資料：福祉介護課（第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画） 

 
 
 
 



- 20 - 

 

２）グループ活動などの状況 

生きがい活動や地域活動などのグループ活動へ月１回以上参加している内容をみ

ると、「友人知人と会う頻度が高い」（68.1％）、「趣味の会」（12.8％）、「スポーツの会」

（9.5％）、「ボランティア参加」（5.8％）の順となっています。(図24) 

 

図24 グループ活動などへの参加頻度(月１回以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉介護課（第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画） 

 

 

（３）生活困窮者関連 

①生活保護 

生活保護の受給状況では、高齢者の単身世帯が最も多く、健康問題や家族問題な

どで施設入所が必要となったが、年金だけでは間に合わず申請を希望するケースが

増えてきています。(表７・表８) 

 

表７ 被保護世帯数・人員 

区分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

世帯数 203 209 213 208 199 

人数 267 272 272 261 252 

保護率 15.33 15.95 16.32 15.70 15.41 

資料：三戸地方福祉事務所 

 

5.8

9.5

12.8

3.9

3.1

2.8

68.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

①ボランティア参加

②スポーツの会

③趣味の会

④学習・教養サークル

⑤通いの場

⑥特技や経験を他社に伝える活動

⑦友人知人と会う頻度が高い

（単位：世帯、人、パーミル） 
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表８ 被保護世帯内訳（令和５年１月現在） 

区分 高齢者世帯 障害者世帯 傷病者世帯 
その他（母子

等）の世帯 
計 

単身世帯 108 20 19 9 156 

２人以上の世帯 15 5 3 21 44 

資料：三戸地方福祉事務所 

 

②要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 

児童生徒に対し、学用品費・修学旅行費などを援助し、義務教育の円滑を図っています。 

表９ 小学校分           表10 中学校分 

資 

 

 

 

 

 

資料：学務課 

 

③生活困窮者自立相談支援事業（三戸地域自立相談窓口） 

「くらし」と「しごと」南部町無料相談会を月１回、健康センターにて開催して

います。就労や家計相談など、必要に応じて社会福祉協議会や専門機関と連携して

います。(表 11) 

表 11 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

相談件数（件） 23 29 22 

資料：三戸地域自立相談窓口 

 

 ④若者の就労自立の支援（はちのへ若者サポートステーション） 

   心の相談やキャリアカウンセリング、コミュニケーション・就労支援プログラム、 

ジョブトレーニングなど地域のネットワークを利用し、若者が自信をつけ自立して

いけるよう、支援しています。（表 12） 

＊対象者 15歳～49歳の方、その保護者・家族の方 

表 12 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

相談者実人員（人） 6 6 6 

   資料：はちのへ若者サポートステーション 

年度 実績額(千円) 人数（人） 

令和元年度 3,064  76 

令和２年度 2,812 89 

令和３年度 2,787 72 

年度 実績額(千円) 人数（人） 

令和元年度 4,834 85 

令和２年度 3,269 69 

令和３年度 4,518 68 

（単位：世帯） 
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（４）勤務・経営関連 

①地域の就業者の常住地・従業地 

南部町内常住就業者の 44.3%が他市区町村で従業しており、南部町内従業者の

26.5%が他市区町村に常住しています。 

地域によっては労働力状態不詳の割合が高く、実際の従業者数を反映していない

ことがあります。 

表 13 就業者の常勤地・従業地の内訳 

 
 従業地   

自市区町村 他市区町村 不明・不詳 

常住地 
自市区町村 4,853人 3,907人 52人 

他市区町村 1,746人 － － 

資料：令和２年国勢調査 

 

②地域の事業所規模別事業所／従業者割合 

労働者数 50 人未満の小規模事業所ではメンタルヘルス対策に遅れがあることが

指摘されており、地域産業保健センターなどによる支援が行われています。 

自殺対策の推進の上でも地域の関係機関との連携による小規模事業所への働きか

けが望まれます。 

 

表14 規模別事業所数・従業者数の内訳 

  総数 
1～ 
4人 

5～ 
9人 

10～ 
19人 

20～ 
29人 

30～ 
49人 

50～ 
99人 

100人 
以上 

事業所数 613  397  109  64 19  11  7  3  

従業者数 4,044 904  750  854  452  402  401  371  

資料：平成28年経済センサス基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切な人が悩んでいると、つい「大丈

夫、がんばって！」と、すぐに励まし

たくなります。 

元気づけたりアドバイスしたりする

前に、まずは相手の話をじっくり聴き

ましょう。相手の気持ちや考えを理解

し、一緒に対策を考えるような姿勢で

接するとよいでしょう。必要に応じて

専門機関とも連携しましょう。 

「南部町自殺予防普及チラシ」より 
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第３章  前計画の評価と課題 
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１ 評価の目的 

自殺対策基本法により、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、

平成 30 年度に「いのち支える南部町自殺対策計画」（計画期間：令和元年度～令和５

年度）を策定し、数値目標を令和５年までに自殺死亡率 26.7以下、自殺者数４人以下

としました。 

 単年度ごとに評価を行い、課題の整理や事業の強化を図ってきましたが、第２次計画

策定にあたり、各種統計データ、事業実施状況をもとに最終評価を行いました。 

 

２ 町の自殺の現状 

（１） 自殺死亡率の推移 

平成 20年の自殺死亡率（人口 10万対）は 77.4をピークに低下傾向にありました

が、平成 30年以降は国、県、八戸圏域を上回り、令和２年より上昇傾向にあります。

（図１） 

  令和４年の自殺死亡率は 47.0（暫定値）の見込みです。 

 

（２）自殺者数の推移 

  自殺者数は平成 24年以降は６人以下となっていましたが、令和２年以降は増加し

ています。 

 男女別では男性が女性を上回っていますが、女性も増加傾向にあります。（図３） 

令和５年は現時点（令和５年 10 月末現在）での自殺者数は２人の見込みであり、 

  前年の同時期と比べ、少ない状況となっています。 

 

（３） 男女別・年代別自殺死亡者数 

   男性は 20歳代以降の各年代にみられ、50代以降の壮年層、高齢者が多くなって 

います。 

女性は 40代からみられ、60代以降の高齢者が多くなっています。（図４） 
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３ 総括的評価 

評価判定区分を以下のＡからＦまでの６つの区分で評価を行いました。 

  目標値との比較との達成度 

評価判定区分 A すでに目標を達成(計画どおり) 

B 計画どおり実施していたが、目標値に達していない 

C 目標の達成は難しいが、ある程度の効果はある・検討中・状況把握困難 

D 目標の達成は困難で、効果があるとは言えない 

E  当初の計画にない内容・指標 

F 中止（実施できない） 

 

施策ごとの評価判定結果 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 計 

基
本
施
策 

①地域におけるネットワークの強化 5 0 1 0 0 0 6 

②自殺対策を支える人材の育成 1 2 0 0 0 0 3 

③町民への啓発と周知 6 0 0 0 0 0 6 

④生きることの促進要因への支援 9 0 0 0 0 0 9 

⑤児童生徒の SOSの出し方に関する教育 2 1 0 0 0 0 3 

重
点
施
策 

①子ども・若者への対策 7 1 0 0 0 1 9 

②働き盛り世代への対策 5 0 0 0 0 0 5 

③生活困窮者・無職者等への対策 5 0 0 0 0 0 5 

④高齢者への対策 8 0 1 0 0 0 9 

合計 48 4 2 0 0 1 55 

割合（％） 87.3 7.3 3.6 0 0 1.8 100 

 

全体の達成度をみると、55項目中、Ａは 48項目あり、全体の 87.3%となっています。 

目標を達成できたＡの項目は、基本施策の ③町民への啓発と周知、④生きることへの

促進要因への支援、重点施策の ②働き盛り世代への対策、③生活困窮者・無職者等へ

の対策となっています。 

役場各課や関係機関における各種相談対応や、相談窓口リーフレットの配布などに

よる周知を行い、必要な情報提供を行ってきました。また、医師や保健師による健康

相談や電話・メール相談の実施、各年代のうつ病スクリーニングなどを継続して実施

してきており、目標値などを達成しています。 

目標に達成しなかったＢは４項目（7.3％）、Ｃは２項目（3.6％）あり、基本施策の 

①地域におけるネットワークの強化、②自殺対策を支える人材の育成、⑤児童生徒の

SOSの出し方に関する教育、重点施策の ①子ども・若者への対策、④高齢者への対策

となっています。 
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中止により実施できなかったＦは１項目（1.8％）あり、重点施策の ①子ども・若

者への対策となっています。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響などにより、ゲートキーパー養成及び小中学生

対象の教室（心の健康教室、赤ちゃん抱っこ体験）の開催数の減少及び中止により目

標に達しませんでした。 

引き続き、関係機関と連携を図りながら、事業の見直しや強化を行い、事業を継続し

ていきます。 

専門機関とのネットワークの構築として、大野裕先生（一般社団法人認知行動療法研

修開発センター理事長）、坂本真士先生（日本大学文理学部）、田中江里子先生（日本大

学文理学部人文科学研究所）と月１回、電話による打ち合わせを行い、町の現状のほか

今後の対策について協議しています。 

青森県立保健大学 健康科学部社会福祉学科 大山博史先生並びに坂下智恵先生のご

指導、ご協力のもと、うつ病スクリーニングを実施しており、平成28年３月29日には当

町と青森県立保健大学と共同事業連携協定を締結し、継続して事業を行っています。 

 

【基本施策】地域で自殺対策を推進するうえで欠かすことのできない基盤的な取組 

①地域におけるネットワークの強化 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

南部町いのち支

える自殺対策推

進本部 

【全庁・事務局：健

康こども課】 

平成 30 年

度設置 
年 1 回以上 年 1 回 

実施なし 

※新型コ

ロナウイ

ルス感染

症対策の

ため中止 

年１回 年１回 年１回 A 

南部町健康福祉

推進協議会 

※令和２年度から

「健康づくり推進

協議会」 

【健康こども課】 

年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 
年３回 

予定 
A 

行政員会議等に

おける普及啓発 

【総務課・健康こど

も課】 
－ 

令和５年度

までに 1 回 
実施なし 

実施なし 

※新型コ

ロナウイ

ルス感染

症対策の

ため中止 

実施なし 

※新型コ

ロナウイ

ルス感染

症対策の

ため中止 

実施なし 

パンフレ

ット配布

予定 

C 

要保護児童対策

地域協議会 

【学務課・健康こど

も課】 

年 1 回 年 1 回以上 

代表者 

会議 1 回 

実務者 

会議 3 回 

代表者 

会議 1 回 

実務者 

会議 3 回 

代表者 

会議 1 回 

実務者 

会議 3 回 

代表者 

会議 1 回 

実務者 

会議 3 回 

代表者 

会議 1 回 

実務者 

会議 3 回 

A 

幼、保、小、中連

携による情報共

有 

【学務課・健康こど

も課】 

年 1 回 年 1 回以上 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 A 
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②自殺対策を支える人材の育成 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

生活困窮者自立

相談支援事業・支

援調整会議 

【三戸地域自立相

談窓口・福祉介護

課・社会福祉協議

会】 

月 1 回 月 1 回以上 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 随時 A 

総 評 ・町長をトップとした全所属課長で構成される自殺対策推進本部は年１回開催され、全庁

を挙げての横断的な自殺対策の取り組み体制となっています。 

・各会議は定期的に開催され、関係機関との連携や相談体制、情報共有がなされ、支援体

制の構築が図られています。 

・行政員に対するゲートキーパー養成研修会の開催も検討していましたが、会議の中止等

により実施できませんでした。 

【今後の課題】 

・行政員会議等における普及啓発においては、担当課と協議の上、ゲートキーパー養成研

修会の開催について検討し、地域での見守り体制の強化や知識の普及に努めていきます。 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

職員を対象とし

たゲートキーパ

ー養成研修会 

【健康こども課・総

務課】 

2 回 

（H28、

H30 

42 人） 

全職員の

80％以上が

受講 

実施なし 実施なし 

１回 27 人 

※累計で

職員の

36.7％ 

１回 26 人 

※累計で

職員の

41.5％ 

実施なし B 

町民を対象とし

たゲートキーパ

ー養成研修会 

【健康こども課】 
－ 

令和５年度

までに 1 回 
実施なし 

年 1 回 

(一般町民 

69 人) 

実施なし 

※新型コ

ロナウイ

ルス感染

症対策の

ため中止 

実施なし 実施なし A 

関係団体を対象

としたゲートキ

ーパー養成研修

会 

【健康こども課・福

祉介護課・総務課】 

各団体 

1 回以上 

開催 

各団体 1 回 

開催 

年 1 回 

(保健推進

員 130 人） 

実施なし 実施なし 

年１回 

（介護支

援専門員、

病院職員

等） 

年１回 

（保健推進

員 60 人） 

B 

総 評 ・ゲートキーパー養成研修会は職員、町民、各団体を対象に年１回から２回開催していま

す。 

・職員を対象としたゲートキーパー養成研修会は開催時期等の影響で参加率が低く、目標

の全職員の 80%以上の受講が達成できませんでした。 

【今後の課題】 

・ゲートキーパー養成については、自殺の現状に合わせ、対象や内容を検討しながら引き

続き実施していきます。 
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③町民への啓発と周知 

 

 

 

・職員対象のゲートキーパー養成研修会については、各課の課長が参加する「自殺対策推

進本部会議」の際に理解を得ながら開催してきました。開催時期によって業務に支障をき

たし参加しにくい状況もあったことから、今後は開催時期や研修対象を主に採用から５年

以内の職員または管理職に絞る等、検討する必要があります。 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

パンフレットの作

成と配布 

【健康こども課・住

民生活課】 

実施 
死亡届出時

に配布 

作成し配

布 
配布 配布 配布 配布 A 

広報媒体を活用し

た啓発活動 

【健康こども課・総

務課】 年 1 回 年 1 回以上 
3 月号広報

に掲載。 

3 月号広報

に掲載 

3 月チラシ

毎戸配布 

広報・ホー

ムページ

に掲載チ

ラシを商

工会に設

置 

町内回覧 

8 月号広報

に掲載 
A 

各種健診等での心

の健康に関する相

談窓口一覧の配布 

【健康こども課】 

実施 継続 実施 実施 実施 実施 実施 A 

地区健康教室等で

の啓発活動の実施 

【健康こども課】 

実施 継続 実施 実施 

年 1 回 

一般町民 

40 人 

年 1 回 

一般町民 

49 人 

年１回 

一般町民 
A 

図書館での「心の

健康図書コーナ

ー」の開設 

【社会教育課・健康

こども課】 

－ 年 1 回以上 実施なし 

関係図書

を購入し

開設 

開設 

R4.3～4 月 

開設 

R5.3～4 月 
実施予定 A 

鍋条例推進事業 

【企画財政課】 

実施 実施 

「あおも

り鍋自慢」

を開催。毎

月 22 日を

鍋の日と

し町の防

災無線で

PR 

毎月 22 日

を鍋の日

とし、町の

防災無線

で PR。 

「あおも

り鍋自慢」

開催。毎月

22 日の鍋

の日を町

の防災無

線で PR 

「あおも

り鍋自慢」

開催。毎月

22 日の鍋

の日を町

の防災無

線で PR 

「あおも

り鍋自慢」

開催予定。

毎月 22 日

の鍋の日

を町の防

災無線で

PR 

A 

総 評 ・死亡届出時や各種健診・健康相談等において相談窓口のリーフレットを配布しています。

また、年１回、町の広報に心の健康づくりに関する情報の掲載を行っています。 

図書コーナーの開設も毎年実施しています。 

【今後の課題】 

・おおむね実施できていることから、関係機関と連携し、引き続き実施していきます。 
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④生きることの促進要因への支援 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

生活における困

りごと相談の充

実 

【全庁】 

実施 実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 A 

心の電話・メール

相談 

子育てメール相

談 

【健康こども課】 

随時 継続 

心の電話 

相談 28 件 

メール相 

談 93 件 

子育てメ 

ール相談 

54 件 

心の電話

相談 67 件 

メール相

談 30 件 

子育てメ

ール相談

11 件 

心の電話

相談 121

件 

メール相

談１件 

子育てメ

ール相談 

3 件 

心の電話

相談 57 件 

メール相

談 7 件 

子育てメ

ール相談 

2 件 

実施 A 

心の健康診断（う

つ病スクリーニ

ング） 

【健康こども課】 

年 1 回 

自殺の現状

に合わせて

対象者を選

出し、継続 

実施人数

1,622 人、 

回答者数

723 人 

（回答

率:44.6%) 

実施人数 

1,451 人、 

回答者数 

907 人 

（回答

率:62.5%) 

実施人数 

1,435 人、 

回答者数 

802 人 

（回答

率:55.9%) 

実施人数 

1,572 人、 

回答者数 

908 人 

（回答率: 

57.8%) 

実施人数

1,555 人 
A 

妊産婦へのうつ

病等スクリーニ

ング 

【健康こども課】 

実施 継続 

実施者 

66 人 

うち要フォ

ロー者  

4 人 

実施者 

71 人 

うち要フ

ォロー者 

2 人 

実施者 

124 人 

うち要フ

ォロー者

１人 

実施者 

125 人 

うち要フ

ォロー者 

3 人 

実施 A 

高齢者基本チェッ

クリストによるう

つ状態スクリーニ

ング 

【福祉介護課】 

随時 継続 

実施者

1,255 人 

うち陽性者 

９人 

80 歳以上

の高齢者

を対象に

1,338 人実

施、うち陽

性者 5 人 

80 歳以上

の高齢者

を対象に

1,173 人実

施、うち陽

性者 4 人 

80 歳以上

の高齢者

を対象に

1,195 人実

施、うち陽

性者 2 人 

80 歳以上

の高齢者

を対象に

1,400 人実

施予定 

A 

無料法律相談 

【健康こども課・社

会福祉協議会（委

託）】 

定例： 

年 4 回 

個別： 

随時 

継続 
定例４回 

個別 3 回 

定例 3 回 

個別 0 回 

定例 4 回 

個別 0 回 

定例 4 回 

個別 0 回 

定例４回 

個別:随時 
A 

南部町精神障害者

家族会「まべちの

会」運営支援 

【健康こども課】 

事務局と

して支援

を実施 

継続 実施 実施 実施 実施 実施 A 

遺された人への支

援 

【青森県立精神保健

福祉センター・健康

こども課】 

町広報誌

に掲載 

町広報誌 

に掲載 

町広報誌 

に掲載 

町広報誌

に掲載 

町広報誌

に掲載 

町広報誌

に掲載 

町広報誌

に掲載 
A 

二次医療圏との連

携 

【三戸地方保健所 

・健康こども課】 

年１回 年１回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 
年１回 

予定 
A 

総 評 ・当初の計画どおり実施できています。 

・心の健康診断（うつ病スクリーニング）は、自殺者の実態をとおした必要性から女性の

対象者を増やし実施しており、必要に応じて受診勧奨や心の健康相談につなげる等、個別

支援を行っています。 
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⑤児童生徒の SOSの出し方に関する教育 

 

【重点施策】当町の重点的取組 

①子ども・若者への対策  

・南部町精神障害者家族会「まべちの会」は、定例会や公開講座等の自主的な活動の運営

支援を実施しています。 

【今後の課題】 

・おおむね実施できていることから、関係機関と連携し、引き続き実施していきます。 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

心の健康教室 

【社会福祉協議会 

・健康こども課】 

希望した

小学校 

小学校 6 校

以上 

（小学校 8

校） 

5 回実施 

（4 校） 

2 回実施 

（2 校） 

名久井小、

向小 

2 回実施 

（2 校） 

名川南小、

向小 

1 回実施 

（1 校） 

向小 
実施予定 B 

思春期赤ちゃん

ふれあい体験学

習 

【健康こども課】 

全中学校 継続 

3 中学校で 

124 人に実

施。 

3 中学校で 

119 人に実

施 

3 中学校で

86 人に実

施 

4 中学校

（全中）で

111 人に実

施 

3 中学校

(全中)で

実施予定 

A 

学校への専門家

の派遣 

【学務課】 

全校 継続 
全小中学

校に派遣 

全小中学

校に派遣 

全小中学

校に派遣 

全小中学

校に派遣 

全小中学

校に派遣 
A 

総 評 ・小学生を対象とした心の健康教室は、新型コロナウイルス対策により中止やオンライン

による開催等を行いましたが、回数は減少し目標に達していません。 

・思春期ふれあい体験学習は、杉沢中学校は全学年を対象に３年に１回実施しているため、

目標は達成しています。 

【今後の課題】 

・心の健康教室については小学校での実施の必要性を理解していただき、引き続き実施で

きるよう、実施主体の社会福祉協議会や学校とも連携していきます。 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

心の健康教室 

【社会福祉協議会 

・健康こども課】 

希望した

学校 

小学校 6 校

以上 

(小学校8校） 

4 校実施 

（5 回） 

2 校実施 

（2 回） 

名久井小、

向小 

2 校実施 

（2 回） 

名川南小、

向小 

1 校実施 

（1 回） 

向小 

実施予定 B 

赤ちゃんの抱っ

こ体験 

【健康こども課】 

希望した

学校 
継続 

1 小学校で 

30 人に 

実施 

実施なし 

新型コロナ

ウイルス感

染症拡大予

防対策の為 

実施なし 

新型コロナ

ウイルス感

染症拡大予

防対策の為 

実施なし 

新型コロナ

ウイルス感

染症拡大予

防対策の為 

未定 F 

思春期ふれあい

体験学習 

【健康こども課】 

全中学校 継続 

3 中学校で 

124 人に実

施 

3 中学校 

119 人に実

施 

3 中学校 

86 人に 

実施 

4 中学校

（全中）で

111 人に実

施 

3 中学校

(全中)で

実施予定 

A 
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項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

人権擁護に関す

る知識の普及 

【住民生活課】 

全中学校 

隔年 1 回 
継続 

年2校に実

施 

実施なし 

新型コロナ

ウイルス感

染症拡大予

防対策の為 

人権啓発

物品配布 

R3.12 月 

人権啓発 

物品配布 

R4.12 月 

人権啓発

物品配布

予定 

A 

心の電話・メール

相談 

子育てメール相

談 

【健康こども課】 

随時 継続 

心の電話

相談 28 件 

メール相

談 93 件 

子育てメ

ール相談  

54 件 

心の電話

相談 67 件 

メール相

談 30 件 

子育てメ

ール相談

11 件 

心の電話

相 談 121

件 

メール相

談 1 件 

子育てメ

ール相談 3

件 

心の電話

相談 57 件 

メール相

談 7 件 

子育てメ

ール相談 2

件 

実施 A 

心の健康相談 

【健康こども課】 
隔月 継続 年 4 回 年 4 回 年 4 回 年 4 回 

年４回 

予定 
A 

心の健康診断（う

つ病スクリーニ

ング） 

【健康こども課】 

年 1 回 

自殺の現状

に合わせて

対象者を選

出し、継続 

実施人数 

1,622 人、 

回答者数 

723 人 

（ 回 答

率 ：

44.6％） 

実施人数 

1,451 人、 

回答者数 

907 人 

（回答率： 

62.5%) 

実施人数 

1,435 人、 

回答者数 

802 人 

（回答率： 

55.9%) 

実施人数 

1,572 人、 

回答者数 

908 人 

（回答率： 

57.8%) 

実施人数

1,555 人 
A 

生活状況に応じ

た対応策の推進 

【福祉介護課・健康

こども課・はちのへ

若者サポートステ

ーション・三戸地域

自立相談窓口・社会

福祉協議会】 

随時実施 随時実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

年 6 回 

偶数月 

第2水曜日 

随時実施 A 

二十歳の祝典の

イベント時の啓

発活動 

【健康こども課・社

会教育課】 

年 1 回 継続 年 1 回 年 1 回 

実施なし 

新型コロ

ナウイル

ス対策の

ため中止 

年 1 回 実施予定 A 

総 評 ・小学生の赤ちゃん抱っこ体験は、新型コロナウイルス対策により小学校からの依頼がな

く、開催数が減少しています。 

・人権擁護に関する講演会、映画上映は新型コロナウイルス対策のため中止となりました

が、啓発物品等の配布を実施しています。 

【今後の課題】 

・小学生からの心を育む取り組みについて、関係機関と情報交換を行いながら、引き続き

事業を継続し、依頼があった際には健康教育を行います。 
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②働き盛り世代への対策 

 

③生活困窮者・無職者等への対策 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

心の健康診断

（うつ病スク

リーニング） 

【健康こども課】 

年 1 回 

自殺の現状

に合わせて

対象者を選

出し、継続 

実施人数 

1,622 人、 

回答者数 

723 人 

(回答率：

44.6%) 

実施人数 

1,451 人、 

回答者数 

907 人 

（回答率： 

62.5%) 

実施人数 

1,435 人、 

回答者数 

802 人 

（回答率： 

55.9%) 

実施人数 

1,572 人、 

回答者数 

908 人 

（回答率： 

57.8%) 

実施人数

1,555 人 
A 

特定健診の問

診での心の調

子の聞き取り 

【健康こども課】 

通年実施 通年実施 通年実施 通年実施 通年実施 通年実施 通年実施 A 

心の健康相談 

【健康こども課】 
隔月 継続 年 4 回 年 4 回 年 4 回 年 4 回 

年４回 

予定 
A 

健康相談 

【健康こども課】 
随時 継続 

健康セン

ター20 回

町営市場

10 回 

健康セン

ター22 回

町営市場 

5 回 

健康セン

ター23 回

町営市場 

5 回 

健康セン

ター23 回

町営市場 

5 回 

実施 A 

心の電話・メー

ル相談 

子育てメール

相談 

【健康こども課】 

随時 継続 

心の電話

相談 28 件 

メール相

談 93 件 

子育てメ

ール相談

54 件 

心の電話

相談 67 件 

メール相

談 30 件 

子育てメ

ール相談

11 件 

心の電話

相談 121

件 

メール相

談 1 件 

子育てメ

ール相談 

3 件 

心の電話

相談 57 件 

メール相

談 7 件 

子育てメ

ール相談 

2 件 

実施 A 

総 評 ・当初の計画どおり実施できています。 

【今後の課題】 

・おおむね実施できていますが、現状として 20 代から 60 代の自殺も多いことから、関

係機関と連携をとりながら引き続き実施していきます。 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

包括的な相談

支援体制の充

実 

【全庁】 

随時 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 A 

雇用対策の促

進 

【商工観光課】 

ハローワ

ークが発

行する求

人情報等

を窓口に

配置 

ハローワー

クが発行す

る求人情報

等を窓口に

配置 

ハローワ

ークが発

行する求

人情報等

を窓口に

配置 

ハローワー

クが発行す

る求人情報

等を窓口に

配置 

ハローワー

クが発行す

る求人情報

等を窓口に

配置 

ハローワー

クが発行す

る求人情報

等を窓口に

配置 

ハローワ

ークが発

行する求

人情報等

を窓口に

配置 

A 
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④高齢者への対策 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

生活困窮者自

立相談支援 

【福祉介護課・健

康こども課・三戸

地域自立相談窓

口・社会福祉協議

会】 

出張相談: 

月 1 回 

来庁相談: 

随時 

継続 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 随時実施 A 

生活保護に関

する相談 

【福祉介護課・三

戸地方福祉事務

所】 

随時 継続 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 A 

無料法律相談 

【福祉介護課】 

定例:4 回 

個別:随時 
継続 

定例:4 回 

随時:3 回 

定例:3 回 

随時:0 回 

定例:4 回 

随時:0 回 

定例:4 回 

随時:0 回 

定例:４回 

予定 
A 

総 評 ・当初の計画どおり実施できています。 

【今後の課題】 

・おおむね実施できていることから、関係機関と連携し、引き続き実施していきます。 

項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

地域での気づ

きと見守り体

制の構築 

【健康こども課】 

－ － 

年 1 回（保

健推進員

130 人） 

実施なし 実施なし 実施なし 実施なし C 

介護問題を抱

える家族の支

援体制の構築 

【福祉介護課】 

随時 随時 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 A 

ケアマネジャ

ー、町内医療機

関、介護施設職

員等を対象と

したゲートキ

ーパー養成研

修会の開催 

【健康こども課】 

－ 
令和５年度

まで１回 
実施なし 実施なし 実施なし １回 23 人 実施なし A 
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項目 
現状値 

H30年度 

目標値等 

R5 年度 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

R5 年度 

（見込） 
評価 

閉じこもり対

策の推進（高齢

者の通いの場

の普及促進） 

【福祉介護課】 

町内 

10 地区 

開催地区 

増加 

①地区介

護予防教

室８地区 

143 回 参

加人数

1,435 人 

②ご近所

ふれあい

サロン実

施団体 

４団体 

64 回参加

人数 695

人 

ご近所ふれ

あいサロン

助成事業実

施団体 

5 団体 91 回 

参加人数

887 人 

ご近所ふ

れあいサ

ロン助成

事業実施

団体 

5 団体 

77 回 

参加人数

567 人 

通いの場 

34 か所 

ご近所ふ

れあいサ

ロン助成

事業実施

団体 

７団体 

138 回 

参加人数

1,280 人 

通いの場 

54 か所 

ご近所ふ

れあいサ

ロン助成

事業実施

団体6団体

119 回予定 

A 

地域ケア会議 

【福祉介護課・医

療センター・町内

医療機関・在宅介

護支援センタ

ー・居宅介護支援

事業所等】 

週 1 回 

全体会： 

月 1 回 

継続 

地域ケア

会議 10 回 

ケース検

討会議 

48 回 

地域ケア

会議 6 回 

ケース検討

会議 4 回 

地域ケア

会議 4 回 

ケース検

討会議 

(個別事例

検討)68 回 

地域ケア 

会議 4 回 

ケース検

討会議 

(個別事例

検討)72 回 

地域ケア

会議 5 回 

ケース検

討会議 

(個別事例

検討)70 回 

A 

心の健康相談 

【健康こども課】 
隔月 継続 年４回 年４回 年４回 年 4 回 

年４回 

予定 
A 

心の健康診断

（うつ病スク

リーニング） 

【健康こども課】 

年 1 回 

自殺の現状

に合わせて

対象者を選

出し、継続 

実施人数 

1,622 人、 

回答者数 

723 人 

（ 回 答

率：44.6%) 

実施人数 

1,451 人、 

回答者数 

907 人 

（回答率： 

62.5%) 

実施人数 

1,435 人、 

回答者数 

802 人 

（回答率： 

55.9%) 

実施人数 

1,572 人、 

回答者数 

908 人 

（回答率： 

57.8%) 

実施人数

1,555 人 
A 

高齢者基本チ

ェックリスト

によるうつ状

態スクリーニ

ング 

【福祉介護課】 

随時 継続 

実施人数 

1,255 人 

うち陽性

者 9 人 

80 歳以上

の高齢者

を対象に 

1,338 人実

施、うち陽

性者 5 人 

80 歳以上

の高齢者

を対象に 

1,173 人実

施、うち陽

性者 4 人 

80 歳以上

の高齢者

を対象に 

1,195 人実

施、うち陽

性者 2 人 

80 歳以上

の高齢者

を対象に

1,400 人実

施予定 

A 

特定健診の問

診での心の調

子の聞き取り 

【健康こども課】 

通年実施 継続 通年実施 通年実施 通年実施 通年実施 通年実施 A 

総 評 ・高齢者を取り巻く本人、家族への相談体制等は構築されており、必要に応じて関

係機関と連携を取りながら支援を行っています。 

・ケアマネジャー、町内医療機関、介護施設職員等を対象としたゲートキーパー養

成研修会を開催しました。 

・閉じこもり対策の推進として実施していた地区介護予防教室は、令和元年度で廃

止され、｢ご近所ふれあいサロン助成事業（通いの場）｣として令和２年度から実施

しています。令和３年度の｢通いの場｣は、従来のもの（助成事業の活用の有無を問

わない）も含み、町内 34か所で実施、令和４年度は 54か所で実施する等、増加し
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ています。（＊増加理由は実態把握ができたことや新型コロナウイルス感染対策に

より中止していたところが再開されたことも影響しています。） 

【今後の課題】 

・男女ともに高齢者の自殺が多い現状より、引き続き、高齢者を取り巻く関係者へ

のゲートキーパー養成研修会の開催や、町内の「通いの場」への支援として、地域

包括支援センターと連携を取りながら、高齢者の一体的実施事業の充実も含め、事

業を継続していきます。 

「笑う門には福来たる」といいます。

ニコニコしていると、周りの人も和み

ますし、自分の気持ちも安らぎます。 

「南部町自殺予防普及チラシ」より 
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第４章  計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念 

 

誰も自殺に追い込まれることのない南部町を目指して 

 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、うつ病などの精神

保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々

な社会的要因があることが知られています。 

自殺に至る心理は、様々な悩みが原因で追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えら

れない状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や生きていても役に立たないという

役割喪失感から、また与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な

状態にまで追い込まれてしまう過程とみることができます。 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。 

そのため、自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機

的な連携を図り、「生きることの包括的な支援」によって、全ての人がかけがえのない

個人として尊重される社会、つまり「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実

現を目指し、自殺対策を総合的に推進していきます。 

 

 

【 自殺の危機要因イメージ図 】 
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２ 基本方針 

基本理念の実現を目指し、次の５つの基本方針のもとに総合的な対策に取り組みます。 

（１）生きることの包括的な支援として推進 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

（４）実践と啓発を両輪として推進 

（５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

  （６）自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮 

 

【 施策の体系図 】 

  

基本理念  誰も自殺に追い込まれることのない南部町を目指して 

基本方針 

（１）生きることの包括的な支援として推進 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

（４）実践と啓発を両輪として推進 

（５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

（６）自殺者等への名誉及び生活の平穏への配慮 

基本施策 

① 地域におけるネットワークの 

強化 

② 自殺対策を支える人材の育成 

③ 町民への啓発と周知 

④ 生きることの促進要因への支援 

⑤ 児童生徒のＳＯＳの出し方に 

関する教育 

重点施策 

① 子ども・若者への対策 

② 働き盛り世代への対策 

③ 生活困窮者・無職者等への対策 

④ 高齢者への対策 

⑤ 女性への対策 
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第５章  自殺対策の具体的取組 
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第１節 基本施策 

国の自殺対策大綱の考え方に沿って、町では、自殺対策を進めるうえで欠かすこと

のできない基盤的取組を推進していきます。 

 

 

基本施策① 地域におけるネットワークの強化 

自殺の多くは、家庭や学校、職場の問題、健康問題などの様々な要因が関係しているも

のであり、それらに適切に対応するためには、地域の多様な関係者が連携、協力して、実

効性ある施策を推進していくことが大変重要となります。このため、自殺対策に係る相談

支援機関との連携を図り、ネットワークの強化を進めます。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

「南部町いのち支える

自殺対策推進本部」の

設置 

役場内において町長をトップとした全所属

長で構成される庁内組織であり、全庁を挙げ

て横断的な自殺対策に取り組みます。 

健康こども課 

全庁 

健康づくり推進協議会 

保健、医療、教育、住民団体など関係機関や

団体で構成される協議会であり、自殺対策に

係る計画の協議や事業について協議します。 

健康こども課 

各種研修会などにおけ

る普及啓発 

当町の自殺の現状と対策についての情報提

供や、身近な人の変化を察知し専門機関につ

なぐことができるゲートキーパーの役割に

ついて啓発し、住民同士で支え合いと見守り

ができる体制を推進します。 

健康こども課 

福祉介護課 

要保護児童対策地域協

議会 

要保護児童などの早期発見や適切な保護、支

援を図ることを目的に関係機関が連携し、対

策について協議します。 

健康こども課 

学務課 

幼、保、小、中連携に

よる情報共有 

幼稚園、保育園、小学校、中学校間で、児童

生徒の家族の状況なども含めて情報を共有

し、自殺のリスクを抱える家庭を包括的・継

続的に支援する体制を整えます。 

学務課 

健康こども課 

生活困窮者自立相談支

援事業・支援調整会議 

相談者の支援経過などについて関係機関が

集まり、情報共有を行いながら現状の確認や

支援方法について協議します。 

三戸地域自立相

談窓口 

福祉介護課 

社会福祉協議会 
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＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

「南部町いのち支える自殺対策推
進本部」会議 

年１回 年１回 

健康づくり推進協議会 年２回 年２回 

要保護児童対策地域協議会 
代表者会議：年１回 

実務者会議：年３回 
継続 

幼、保、小、中連携による情報提

供 
随時実施 随時実施 

生活困窮者自立相談支援事業・支

援調整会議 
随時実施 随時実施 

 

 

基本施策② 自殺対策を支える人材の育成 

自殺のリスクの高い人の早期発見と早期対応のため、自殺の危険を示すサインに気づ

き、話を聴いて、見守りながら必要な相談、支援機関につなぐ役割を担う人材（ゲート

キーパー）の養成を進めます。 

また、地域の人的資源の連携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担う

人材養成や関係機関の相談員の資質向上を図ります。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

町職員を対象とした

ゲートキーパー養成

研修会 

庁内の窓口業務や相談、徴収業務などの際に、

早期発見のサインに気づくことができるよ

う、また、全庁的な取り組み意識を高めるた

め、管理職を含め、職員を対象とした研修会

を開催します。 

健康こども課 

総務課 

町民を対象としたゲ

ートキーパー養成研

修会 

住民に身近な地区レベルで多くの人材が必要

とされており、町民向けの研修会を開催して

地区レベルでの人材確保を図ります。 

健康こども課 

関係団体を対象とし

たゲートキーパー養

成研修会 

地域住民に身近な存在である民生児童委員を

はじめ、保健推進員、食生活改善推進員、介

護支援専門員、病院職員、介護職員などを対

象に研修会を開催し、人材確保を図ります。 

健康こども課 

福祉介護課 
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＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

町職員を対象としたゲートキー
パー養成研修会 

町職員受講率 

41.5％ 
町職員の60％以上が受講 

一般町民を対象としたゲートキ
ーパー養成研修会 

令和２年度実施 令和11年度までに２回 

関係団体を対象としたゲートキ
ーパー養成研修会 

各団体 

１回以上開催 
各団体１回 

 

 

基本施策③ 町民への啓発と周知 

自殺を考えている人は悩みながらもサインを発しています。自殺を防ぐためには、こ

のようなサインを発している本人や、そのサインに気づいた周りの人が気軽に悩みを相

談できる体制が十分に周知されていることが重要です。 

このため、地域、職場及び学校などにおいて、心の健康に関する相談窓口の周知活動

を徹底し、早い段階で専門機関につなげていく体制を整えます。 

また、自殺や精神疾患に対する正しい認識を広げるための啓発活動が必要です。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

パンフレットの配布 

窓口における死亡届出時に、心の相談窓口を

載せたパンフレットを配布し、遺族の心の健

康づくりの啓発を行います。 

健康こども課 

住民生活課 

広報媒体を活用した啓

発活動 

町の広報紙やホームページに、自殺対策強化

月間（３月）や自殺予防週間（９月）を踏ま

えて、自殺対策の情報を掲載し、施策の周知

と理解促進を図ります。 

健康こども課 

総務課 

各種健診などでの心の

健康に関する相談窓口

一覧の配布 

母子・成人の各種健診や健康づくり事業にお

いて、相談窓口の一覧を配布し、周知を図り

ます。 

健康こども課 

地区健康教室などでの

啓発活動の実施 

町民対象の教室などにおいて、うつ病など精

神疾患の正しい知識や心の健康づくりについ

て学ぶ機会を増やします。 

健康こども課 

図書室での「心の健康

図書コーナー」の開設 

児童生徒や一般住民が利用する名川中学校１

階図書室において、自殺対策強化月間などの

期間中に、心の健康に関連する図書コーナー

を開設して、心の健康に関する町民の理解促

進を図ります。 

社会教育課 

健康こども課 
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＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

パンフレットの配布 死亡届出時に配布 継続 

広報媒体を活用した啓発活動 年１回 継続 

各種健診などでの心の健康に関す
る相談窓口一覧の配布 

母子・成人の健診、健康づ

くり事業などで配布 
継続 

地区健康教室などでの啓発活動の
実施 

年１回 継続 

図書室での「こころの健康図書コ
ーナー」の開設 

年１回 継続 

町が自殺予防に取組んでいること
を知っている人の割合 

46.4％ 70％ 

 

 

基本施策④ 生きることの促進要因への支援 

自殺対策は、個人においても社会においても、「生きることの阻害要因」を減らす取

組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組を行うことにより、自殺リスクを

低下させる方向で推進していく必要があります。このため、具体的には、生活上の困り

事を察知し関係者連携で解決を図る支援、遺された人への支援やうつなどのスクリーニ

ング事業を進めていきます。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

生活における困りごと

相談の充実 

それぞれの年代や生活状況によって生じてく

る様々な困りごと（健康、子育て、介護、生

活困窮、ＤＶ、住まいなど）に応じて、緊密

な連携を図りながら相談対応と問題解決に当

たります。 

全庁的に実施 

心の電話・メール相談 

子育てメール相談 

心の電話相談及びメール相談、子育てメール

相談により、相談内容に応じて専門機関につ

ないだり、必要時は面接や訪問を行います。 

健康こども課 

心の健康診断（うつ病

スクリーニング） 

自殺の要因として、うつ病あるいは抑うつ状

態が大きく関わっているといわれていること

から、問診票による一次スクリーニング、電

話や面接による二次スクリーニングを行い、

専門医による判定結果により、必要に応じて

受診勧奨など個別対応を行います。 

健康こども課 
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取組・事業名 内容 担当部署 

妊産婦へのうつなどの

スクリーニング 

不安の強い妊婦や出産後間もない産婦につい

ては、産後うつなどの早期発見のため、電話

や産後うつスクリーニング、個別面談を実施

して、初期段階における支援につなげます。 

健康こども課 

高齢者基本チェックリ

ストによるうつ状態ス

クリーニング 

在宅介護支援センターの実態把握訪問時に基

本チェックリストを使ったスクリーニングを

行い、必要な方へは訪問などで継続的に支援

します。 

健康こども課 

無料法律相談 

自殺の社会的要因である失業、倒産、多重債

務問題、その他隣人トラブルなどについて、

法律の専門家による生活相談を行います。 

定例相談日を利用できない場合に緊急的に利

用できる相談として、随時相談を実施します。 

健康こども課 

（社会福祉協議

会に委託） 

南部町精神障害者家族

会「まべちの会」運営

支援 

家族・当事者が抱える悩みの分かち合いや精

神疾患と障がいの理解促進、地域住民への普

及啓発などを目的とした活動であり、事務局

として、活動の支援を行います。 

健康こども課 

遺された人への支援 

自死により身近な人を亡くされた方を対象と

した県主催の「自死遺族のつどい」について、

広報に開催案内を掲載したり、チラシを各庁

舎に掲示して周知します。 

青森県立精神保

健福祉センター 

健康こども課 

二次医療圏との連携 

八戸地域精神科救急医療システム連絡調整委

員会や三八地域自殺対策ネットワーク会議に

おいて地域の実情を把握するとともに、自殺

未遂者への支援について連携しながら検討し

ていきます。 

三戸地方保健所

健康こども課 

 

＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

心の電話、心・子育てメール相談 随時 継続 

心の健康診断（うつ病スクリーニ
ング） 

年１回 
自殺の現状に合わせて対象
者を選出し、継続 

産婦へのうつなどのスクリーニン

グ 
全産婦 継続 

産後１か月で産後うつのリスク
（EPDS９点以上）を持つ人への支
援 

産婦 100％ 100％ 

高齢者基本チェックリストによる
うつ状態スクリーニング 

随時 継続 

無料法律相談 
定例：年４回 
個別：随時 

継続 
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基本施策⑤ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

いじめを苦にした児童生徒の自殺が大きな社会問題となる中、平成28年４月の自殺対

策基本法の改正では、学校におけるＳＯＳの出し方教育の推進が盛り込まれました。 

このため当町でも、児童生徒が命の大切さを実感できる教育だけでなく、命や暮らし

の危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な方

法を学ぶと同時に、つらい時や苦しい時には助けを求めてもよいということを学ぶ教育

（ＳＯＳの出し方教育）を行うことにより、直面する問題に対処する力やライフスキル

を身に付けることができるよう取り組みます。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

心の健康教室 

福祉体験学習の一環として、臨床心理士によ

る「心の健康教室」を行い、心の働きについ

てやストレス対処方法などを学びます。ま

た、様々な困難やストレスに直面した際に、

家族や周囲の人に相談することができるよ

う、具体的かつ実践的な教育を行います。 

社会福祉協議会 

健康こども課 

思春期ふれあい体験

学習 

中学生に対し、妊婦体験や人形を使ったおむ

つ交換、赤ちゃんとのふれあいを通して、命

の大切さや男女の思いやりなどを伝える機

会にします。 

健康こども課 

学校への専門家の派

遣 

各学校へスクールカウンセラーの派遣を行

い、学校生活やこころの健康に関する相談を

受ける体制の充実を図ります。 

学務課 

 

＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

心の健康教室 希望した小学校 全校 

困った時の相談相手がいる人の割

合 

小学５年 87.5％ 90.0％ 

中学３年 85.6％ 90.0％ 

周囲から大切にされていると思う

人の割合 

小学５年 76.2％ 90.0％ 

中学３年 92.4％ 現状維持 

思春期ふれあい体験学習 全中学校 継続 

学校への専門家の派遣 全校 継続 
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第２節 重点施策 

国で示した当町の自殺実態プロファイルにおいては、「高齢者」、「生活困窮者」に係

る自殺対策の取組が重点課題であるとされています。 

また、町の自殺の特徴として40歳代から60歳代の働き盛りの自殺者の割合も高いこと

や、10歳代の若年層を含む各年代の自殺がみられること、女性の自殺も増加傾向である

ことから当町における５つの重点施策を選定し、それぞれの課題に係る施策を推進して

いきます。 

 

 

重点施策① 子ども・若者への対策 

当町の児童生徒健康意識調査において困った時の相談相手がいる人は、小学５年生・中

学３年生ともに90％弱の状況です。周囲から大切にされていると回答した中学３年生は

92.4％でしたが、小学５年生は76.2％と約２割の児童は大切にされていると思わないと回

答しています。 

テレビやゲーム、インターネット、SNSなど、適切な視聴時間や活用方法について理解

し、正しい生活習慣の確立のため、町内こども園、小中学校と連携し、普及に努める必要

があります。 

10歳代の自殺もみられていることから、小学生からの心を育む取り組みを継続するな

ど、若い世代への自殺対策は重要な対策の一つです。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

心の健康教室 

小学生に対し、臨床心理士による「心の健康

教室」を行い、心の働きについてやストレス

対処方法などを学びます。また、様々な困難

やストレスに直面した際に、家族や周囲の人

に相談することができるよう、具体的かつ実

践的な教育を行います。 

社会福祉協議会 

健康こども課 

 

思春期ふれあい体験

学習 

中学生に対し、妊婦体験や人形を使ったおむ

つ交換、赤ちゃんとのふれあいを通して、命

の大切さや男女の思いやりなどを伝える機会

にします。 

健康こども課 

親子健康面談 

若年生活習慣病予防健康診査の事後指導とし

て実施する面談において、親子で健診結果や

生活習慣を振り返り、心身の健康について考

える機会にします。 

健康こども課 
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取組・事業名 内容 担当部署 

人権擁護に関する知

識の普及 

中学生に対し、人権をテーマにした映画上映

や人権委員による講話を行い、人権や命の大

切さを伝える機会にします。 

住民生活課 

心の電話・メール相談 

子育てメール相談 

心の電話相談及びメール相談、子育てメール

相談により、相談内容に応じて専門機関につ

ないだり、必要時は面接や訪問を行います。 

健康こども課 

心の健康相談 

精神科医による健康相談を行い、必要に応じ

て専門医受診を促したり、関係機関と連携を

図り支援します。 

健康こども課 

心の健康診断（うつ病

スクリーニング） 

自殺の要因として、うつ病あるいは抑うつ状

態が大きく関わっているといわれていること

から、問診票による一次スクリーニング、電

話や面接による二次スクリーニングを行い、

専門医による判定結果により、必要に応じて

受診勧奨など、個別対応を行います。 

健康こども課 

生活状況に応じた対

応策の推進 

若年層が抱える様々な問題（不登校、就労問

題、人間関係、いじめ、ひきこもり、虐待な

ど）に対し、「はちのへ若者サポートステー

ション※」や三戸自立相談窓口などの相談支

援機関との連携を強化し、社会参加や就労な

どの個別支援を推進します。 

福祉介護課 

はちのへ若者サ

ポートステーシ

ョン※ 

三戸地域自立相

談窓口 

社会福祉協議会 

「二十歳の祝典」の際

の啓発活動 

こころの健康づくり及び心配ごとの各種相談

窓口リーフレットを配布し、自分自身及び周

囲の人のメンタルヘルスに関心を持つよう普

及啓発を行います。 

健康こども課 

社会教育課 

※働くことに悩みを抱える方（15歳～49歳までの方とその保護者・家族）に対し、専門相談や職場体験な

どを通じて就労支援を行います。 

 

＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

心の健康教室 希望した小学校 全校 

困った時の相談相手がいる人の割

合 

小学５年 87.5％ 90.0％ 

中学３年  85.6％ 90.0％ 

周囲から大切にされていると思う

人の割合 

小学５年 76.2％ 90.0％ 

中学３年 92.4％ 現状維持 
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項目 現状値 令和11年度目標値など 

思春期ふれあい体験学習 全中学校 継続 

親子健康面談 

全中学校 
１年生全員、 

２年生総合判定C・D 
継続 

人権教室 希望した小中学校 継続 

心の電話、心・子育てメール相談 随時 継続 

心の健康相談 年４回 継続 

心の健康診断（うつ病スクリーニ
ング） 

年１回 
自殺の現状に合わせて対
象者を選出し、継続 

自立相談窓口・はちのへ若者サポ

ートステーションでの相談 
随時実施 継続 

「二十歳の祝典」での相談窓口一

覧配布 
年１回 継続 

 

 

重点施策② 働き盛り世代への対策 

当町では、平成29年から令和３年の自殺者27人のうち、有職者は８人で29.6％を占め、

そのうち20～59歳までの働き盛り世代は８人で、全自殺者数の29.6％となっています。 

また、自営業・家族従業者の割合の割合も多く、身近な人の異変に気づき、専門機関に

つなぐことができるなど、自殺対策に取り組むことが主要な課題となっています。 

町内の事業所は、職場のストレスチェックが義務付けられていない従業員50人未満の

小規模事業所が全体の98％を占めており、勤労者の80％が50人未満の事業所に勤務して

いる状況にあります。 

そのため、町としても町内の関係団体に県で実施している「働く人の健康づくり応援

プログラム」の紹介等を行い、心身の健康づくりに関する意識の向上などを行います。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

心の健康診断（うつ病

スクリーニング） 

自殺の要因として、うつ病あるいは抑うつ状

態が大きく関わっているといわれていること

から、問診票による一次スクリーニング、電

話や面接による二次スクリーニングを行い、

専門医による判定結果により、必要に応じて

受診勧奨など、個別対応を行います。 

健康こども課 
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取組・事業名 内容 担当部署 

特定健診の問診での心

の調子の聞き取り 

心の調子に関する項目を追加し、問診時に確

認、必要に応じて個別に支援します。 
健康こども課 

心の健康相談 

精神科医による健康相談を行い、必要に応じ

て専門医受診を促したり、関係機関と連携を

図り支援します。 

健康こども課 

健康相談 

健康センターでの「達者de健康相談」や町営

市場での「市場de健康相談」、各地区での健

康相談において、心身の健康状態を確認し、

相談内容に応じて専門機関につなげます。 

健康こども課 

心の電話・メール相談 

子育てメール相談 

心の電話相談及びメール相談、子育てメール

相談により、相談内容に応じて専門機関につ

ないだり、必要時は面接や訪問を行います。 

健康こども課 

 

＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

心の健康診断（うつ病スクリーニ
ング） 

年１回 
自殺の現状に合わせて対象
者を選出し、継続 

心の健康相談 年４回 継続 

健康相談 随時 継続 

心の電話、心・子育てメール相談 随時 継続 

ストレス解消法を持っている人の

割合 
成人 90.4％ 現状維持 

生きがいを持っている人の割合 成人 70.8％ 75.0％ 

悩みを相談できる人がいる人の割

合 
成人 76.1％ 80.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つらい気持ちのとき、気を紛らわすた

めにお酒を飲んでも、状況が変わるわ

けではありません。二日酔いで気分も

落ち込みます。 

「南部町自殺予防普及チラシ」より 
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重点施策③ 生活困窮者・無職者等への対策 

生活困窮の背景には、多重債務や労働問題、精神疾患、虐待、ＤＶ、介護などの多様な

問題が複合的に関わっていることが多く、その対策は包括的な生きる支援として行われる

必要があります。 

生活困窮者・無職者の中には自殺のリスクを抱えている人が少なくない状況を踏まえ、

自立相談支援事業と連動した包括的な支援に取り組みます。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

包括的な相談支援体

制の充実 

生活困窮者などに対する包括的な支援体制

の充実を図り、関係者との連携により、自殺

のリスクを抱えた人への「生きることへの包

括的な支援」を実施します。 

全庁的に実施 

雇用対策の促進 

無職者や転職希望者に求人情報や面接会の

情報、就職支援セミナーなどの情報を公開

し、さらに相談機会を設けることで関係機関

へつなぎ、必要な支援を行います。 

商工観光課 

生活困窮者自立相談

支援 

三戸地域自立相談窓口と連携し、相談支援、

就労支援、家計支援のほか、対象者一人ひと

りの困りごとに合わせた支援を行います。 

三戸地域自立相

談窓口 

福祉介護課 

社会福祉協議会 

生活保護に関する相

談 

相談者やその家族が抱える問題を把握し、必

要に応じて適切な支援につなげます。 

福祉介護課 

三戸地方福祉事

務所 

無料法律相談 

自殺の社会的要因である失業、倒産、多重債

務問題、その他隣人トラブルなどについて、

法律の専門家による生活相談を行います。 

定例相談日を利用できない場合、緊急的に利

用できる相談として随時相談を実施します。 

健康こども課 

（社会福祉協議

会に委託） 

 

＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

包括的な相談支援体制 随時 継続 

求人情報の情報提供 実施 継続 

生活困窮者自立相談支援 随時 継続 

生活保護に関する相談 随時 継続 

無料法律相談 
定例：年４回 
個別：随時 

継続 
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重点施策④ 高齢者への対策 

当町では、全ての自殺者のうち60歳代以上の割合は、平成29年～令和３年の５年間で

66.6％となっています。 

また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（健康とくらしの調査）によると、高齢者

の認知機能の低下は40.0％、うつ傾向は27.9％、閉じこもり傾向は7.1％と多くなっていま

す。 

これらのことから、高齢者の自殺については、身体疾患の悩みとともに、社会的役割の

喪失感、閉じこもりや抑うつ状態から孤立・孤独に陥りやすいといった高齢者特有の課題

を踏まえながら、様々な背景や価値観に対応した支援、働きかけが必要です。 

町では、行政サービス、民間事業所サービス、民間団体の支援などを適切に活用し、高

齢者の孤立・孤独を防ぐための居場所づくりや社会参加の促進といった生きることの包括

的支援としての施策の推進を図ります。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

地域での気づきと見

守り体制の構築 

地域の身近な支援者（民生委員児童委員、保

健推進員、ほのぼの交流協力員、町内会長、

行政員など）が、地域の「ゲートキーパー」

となることにより、様々な悩みのために自殺

のリスクを抱えている高齢者を早期に発見

し、適切な支援機関につなぐとともに、その

後の見守りを続けていく体制を構築します。 

健康こども課 

総務課 

社会福祉協議会 

介護問題を抱える家

族の支援体制の構築 

介護ストレスを抱える家族の悩みを察知し、

支援者で寄り添い、悩みの解決を目指しま

す。 

福祉介護課 

ケアマネジャー、町内

医療機関、介護施設職

員などを対象とした

ゲートキーパー養成

研修会の開催 

介護施設職員などへのゲートキーパー養成

研修会の開催により、施設を利用する高齢者

のうつなどのリスクの早期発見と個別支援

につなげます。 

福祉介護課 

地域包括支援 

センター 

閉じこもり対策の推

進（通いの場への支

援） 

高齢者が、自宅に閉じこもらずに戸外に出か

け、地域の人との交流などにより生きがいを

感じられるよう、地域の行事や通いの場、サ

ロンなどの居場所への参加を勧め、必要な時

に適切な支援につなげるよう対策を進めま

す。 

福祉介護課 

社会福祉協議会 

在宅介護支援 

センター 
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取組・事業名 内容 担当部署 

地域ケア会議 

地域の高齢者が抱える問題や自殺リスクの

高い方の情報などを把握し、ケア会議で共有

することで、自殺対策も念頭において、高齢

者向け施策を展開する関係者間での連携関

係の強化や、地域資源の連動につなげます。 

福祉介護課 

医療センター・町

内医療機関 

薬局 

在宅介護支援 

センター 

居宅介護支援 

事業所 

心の健康相談 

精神科医による健康相談を行い、必要に応じ

て受診勧奨をしたり、関係機関と連携を図っ

たりしながら支援します。 

健康こども課 

心の健康診断（うつ病

スクリーニング） 

自殺の要因として、うつ病あるいは抑うつ状

態が大きく関わっているといわれているこ

とから、問診票による一次スクリーニング、

電話や面接による二次スクリーニングを行

い、専門医による判定結果により、必要に応

じて受診勧奨など、個別対応を行います。 

健康こども課 

高齢者基本チェック

リストによるうつ状

態スクリーニング 

在宅介護支援センターの実態把握訪問時に

基本チェックリストを使ったスクリーニン

グを行い、必要な方へは訪問などで継続的に

支援します。 

健康こども課 

地域包括支援 

センター 

特定健診問診での心

の調子の聞き取り 

心の調子に関する項目を追加し、問診時に確

認、必要に応じて個別に支援します。 
健康こども課 

 

＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

介護・医療関係者を対象とした
ゲートキーパー養成研修会 

令和４年度に開催 令和11年度までに１回 

サロンや通いの場の実施箇所 町内54か所 増加 

地域ケア会議 
会議：年５回 

ケース検討：随時 
継続 

心の健康相談 年４回 継続 

心の健康診断（うつ病スクリー

ニング） 
年１回 

自殺の現状に合わせて対
象者を選出し、継続 

高齢者基本チェックリストによ
るうつ状態スクリーニング 

随時 継続 
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重点施策⑤ 女性への対策 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響などによる様々な要因で、全国的にも特に女性の

自殺者数が増加している状況です。 

  女性の雇用問題の深刻化や性犯罪、配偶者などからの DV など、困難な問題を抱える女

性への支援を推進するため、多用なニーズに対応できる相談体制の整備を進めることが必

要です。 

    思春期女性のやせや摂食障害、SNS の影響、更年期など様々な要因により、心身の不調

をきたすこともあります。また、出産後まもない時期の産後うつの予防を図る観点から、

医療機関と連携しながら、産婦訪問において心身の健康状態や生活環境、家族関係な

どの把握を行い、産後の初期段階における支援を強化していくことが重要です。 

 

取組・事業名 内容 担当部署 

生活における困りご

と相談の充実 

それぞれの年代や生活状況によって生じてく

る様々な困りごと（健康、子育て、介護、生

活困窮、ＤＶ、住まいなど）に応じて、緊密

な連携を図りながら相談対応と問題解決に当

たります。 

全庁的に実施 

親子健康面談 

若年生活習慣病予防健康診査の事後指導とし

て実施する面談において、親子で健診結果や

生活習慣を振り返り、心身の健康について考

える機会にします。 

健康こども課 

心の電話・メール相談 

子育てメール相談 

心の電話相談及びメール相談、子育てメール

相談により、相談内容に応じて専門機関につ

ないだり、必要時は面接や訪問を行います。 

健康こども課 

心の健康相談 

精神科医による健康相談を行い、必要に応じ

て受診勧奨をしたり、関係機関と連携を図っ

たりしながら支援します。 

 

健康こども課 

自分にとって何が大切か、どうすれば

楽しさや安らぎを感じられるのか、い

ろいろ試して、見つけましょう。 

「南部町自殺予防普及チラシ」より 
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取組・事業名 内容 担当部署 

心の健康診断（うつ病

スクリーニング） 

自殺の要因として、うつ病あるいは抑うつ状

態が大きく関わっているといわれていること

から、問診票による一次スクリーニング、電

話や面接による二次スクリーニングを行い、

専門医による判定結果により、必要に応じて

受診勧奨など、個別対応を行います。 

健康こども課 

妊産婦へのうつなど

のスクリーニング 

不安の強い妊婦や出産後間もない産婦につい

ては、産後うつなどの早期発見のため、電話

や産後うつスクリーニング、個別面談を実施

して、初期段階における支援につなげます。 

健康こども課 

生理用品の無償配布 

新型コロナウイルス感染症拡大や様々な事情

により生理用品の購入が困難な女性への支援

として、無償配布を行います。 

福祉介護課 

 

＜評価指標＞ 

項目 現状値 令和11年度目標値など 

親子健康面談 

全中学校 
１年生全員、 

２年生総合判定C・D 
継続 

心の電話、心・子育てメール相談 随時 継続 

心の健康相談 年４回 継続 

心の健康診断（うつ病スクリーニ

ング） 
年１回 

自殺の現状に合わせて対
象者を選出し、継続 

産婦へのうつなどのスクリーニン

グ 
全産婦 継続 

産後１か月で産後うつのリスク
（EPDS９点以上）を持つ人への支
援 

産婦 100％ 100％ 

生理用品の無償配布 各庁舎で希望者に配布 継続 
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私たちは誰でも、 

ひとりで生きているわけではありません。 

友だちや家族など、 

さまざまな人たちとのつながりの中で生きています。 

人と人とのつながりは、 

こころの健康にとても重要な役割をもっています。 

よりよい人間関係を築くために、 

自分の想いをきちんと言葉にして、 

しっかり伝えることが大切です。 

困ったときは、早めに誰かに話しましょう。 

「南部町自殺予防普及チラシ」より 
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第３節 生きる支援関連施策 

庁内の関連事業を把握するため、役場各部署の全事業・業務をリスト化しました。 

これらの事業については、自殺対策の視点からの事業の捉え方をふまえ、町の基本施

策（５項目）及び重点施策（５項目）に基づき、関連あるものとして分類しています。 

各課の事業などでそれぞれ住民と関わる際、悩んでいる人に気づき、必要に応じて関

係者に紹介し、問題解決にあたることが必要な場合においては、話を聴き、関係部署に

つなぐ役割を、一人ひとり担っていくことが望まれます。 

さらに、他にも数多くの業務がありますが、あらゆる機会を捉え、住民に対する啓発

と周知を行っていくよう努めるものとします。 

 

生きる支援関連施策一覧 

＜基本施策＞                    ＜重点施策＞ 
１．地域におけるネットワークの強化          １．子ども・若者への対策 
２．自殺対策を支える人材の育成           ２．働き盛り世代への対策 
３．町民への啓発と周知               ３．生活困窮者・無職者等への対策 
４．生きることへの促進要因への支援         ４．高齢者への対策 
５．児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育      ５．女性への対策 

担
当
部
署 

事業名（事務内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化 

人
材
育
成 

啓
発
と
周
知 

生
き
る
支
援 

児
童
生
徒
Ｓ
Ｏ
Ｓ 

子
ど
も
・
若
者 

働
き
盛
り
世
代 

生
活
困
窮
者
・
無
職
者
等 

高
齢
者 

女
性 

健
康
こ
ど
も
課 

保健推進員の組織調整に
関すること 

保健推進員にゲートキーパー研修を受講してもらい、地域の高

齢者の状態把握について理解を深めてもらうことにより、保健
推進員がリスクの高い高齢者を行政につなぐ等の対応が取れ
るようになる可能性がある。 

●      ● ● ●  

地域包括ケアに関すること
（地域包括支援センターと
協同） 

さまざまな活動を通じて、地域の問題を察知し支援へとつなげ
る体制を整えるだけでなく、地域住民同士の支え合いや助け

合いの力の醸成にもつながり、それは自殺対策（生きることの
包括的支援）にもなり得る。 

●        ●  

健康増進計画「すこやか
南部２１」に関すること 

計画の中で自殺対策に言及することで、自殺対策との連動性
を高めていくことができる。 

●     ● ●  ● ● 

特定健診・特定保健指導
に関すること 

健康診断時の問診時に心の調子を確認しており、問題がある
場合にはより詳細な聞き取りを行うことにより、専門機関による
支援への接点となり得る。また健康問題からくる不安や悩みに

対する相談を行い、自殺リスクの減少を図る機会となり得る。 

● ●  ●   ● ● ● ● 

国保訪問指導（重複・多受
診者訪問） 

医療機関を頻回・重複受診する方の中には、日々の生活や心
身の健康面などで不安や問題を抱え、自殺リスクが高い可能
性もある。訪問指導の際に状況の聞き取り把握を行うことで、

自殺のリスクが高い場合には他機関につなぐなどの対応を行う
ことができれば、自殺リスクの軽減にもつながり得る。 

● ●  ●     ●  

糖尿病予備群・コントロー

ル不良者への対応 

糖尿病に罹患する方の中には、生活苦や身近な支援者の不

在など、日常生活上の問題ゆえに自殺のリスクが高い人も少
なくないと思われる。自殺のリスクが高い場合には他機関につ
なぐなどの対応を行うことができれば、自殺リスクの軽減にもつ

ながり得る。 

●          

窓口・電話相談 

相談者の中で、自殺リスクが高い者に対して、必要な助言や

適切な支援先へつなぐなどの対応を行うことができれば、自殺
リスクの軽減にも寄与しう得る。 

●  ●   ● ● ● ● ● 



- 60 - 

 

担
当
部
署 

事業名（事務内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化 

人
材
育
成 

啓
発
と
周
知 

生
き
る
支
援 

児
童
生
徒
Ｓ
Ｏ
Ｓ 

子
ど
も
・
若
者 

働
き
盛
り
世
代 

生
活
困
窮
者
・
無
職
者
等 

高
齢
者 

女
性 

健
康
こ
ど
も
課 

地区健康教室 
地域に出向き、住民と接する中で、心の健康づくりについての
知識の普及啓発や相談の機会とし、問題の早期発見・早期対
応への接点となり得る。 

●  ●        

家庭訪問 
当事者や家族などと応対する機会を活用することで、問題の

早期発見・早期対応への接点になり得る。 
●  ●  ● ● ● ● ●  

食生活改善推進員養成講
座に関すること 

食生活に問題があり生活習慣病などに罹患する方の中には、

生活苦や身近な支援者の不在など、日常生活上の問題ゆえ
に自殺のリスクが高い人も少なくないと思われる。各種イベント
において、生活習慣病を切り口に、住民の生活状況の把握を

行うことで、自殺のリスクが高い方には、個別相談や継続支援
につなげるなどの支援への接点となり得る。 

●          

精神保健福祉に関する 

こと 

精神障害を抱える方とその家族の中でも、特に困難事例とさ
れる方は自殺リスクの高い方が少なくない。個別支援を充実さ

せることで、自殺のリスクが高い方々の自殺防止に向けた有効
な取組にもつながり得る。 

●          

精神障害者家族会「まべ

ちの会」に関すること 

精神障害を抱える方の中には自殺リスクの高い方が少なくな
い。講演会の中で自殺行動について取り上げるなど、自殺問
題についての啓発の機会となり得る。 

●  ●        

子ども・子育て支援事業計
画に関すること 

子ども・子育て支援事業と自殺対策とを連動させることにより、
妊産婦や子育て世帯への支援強化を図ることができる。 

●          

子育てメール相談・電話相

談 

相談内容に応じて、必要な情報提供を行い、子育てに対する

不安やストレスの軽減などにつながる機会となり得る。 
  ● ●       

学童保育の保護者負担金
の徴収に関すること 

負担金を滞納している保護者の中には、生活上の様々な問題

を抱えて払えない状態、かつ、必要な支援につながっていない
方もいると思われる。収納担当の職員にゲートキーパー研修を
受講してもらうことで、そうした保護者に気づいた時には適切な

機関へつなぐなど、収納担当職員が気づき役やつなぎ役とし
ての役割を担えるようになる可能性がある。 

●       ●   

学童保育に関すること 

学童保育を通じて、保護者や子どもの状況把握を行う機会が
多々あり、悩みを抱えた子どもや保護者を把握する接点になり

得る。学童保育の職員にゲートキーパー研修を受講してもらう
ことで、問題を抱えている保護者や子どもに対して、その職員
が必要な機関へつなぐなどの対応が取れるようになる可能性

がある。 

●          

児童扶養手当に関する 
こと 

家族との離別・死別を経験している方は自殺のリスクが高まる
場合がある。扶養手当の支給機会を、自殺のリスクを抱えてい

る可能性がある集団との接触窓口として活用し得る。 

●          

保育所の利用者負担額

（保育料）の徴収に関する
こと 

保育料を滞納している保護者の中には、生活上の様々な問題

を抱えて払えない状態、かつ、必要な支援につながっていない
方もいると思われる。収納担当の職員にゲートキーパー研修を
受講してもらうことで、そうした保護者に気づいた時には適切な

機関へつなぐなど、収納担当職員が気づき役やつなぎ役とし
ての役割を担えるようになる可能性がある。 

●          

保育所に関すること 

保育士にゲートキーパー研修を実施することで、保護者の自
殺リスクを早期に発見し、他の機関へとつなぐなど、保育士が
気づき役やつなぎ役としての役割を担えるようになる可能性が

ある。 

●          

ひとり親家庭等医療費給

付事業に関すること 

ひとり親家庭は貧困に陥りやすく、また孤立しがちであるなど、

自殺につながる問題要因を抱え込みやすい。医療費の助成
時に当事者との直接的な接触機会があれば、彼らの抱える問
題の早期発見と対応への接点になり得る。 

 

●          
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担
当
部
署 

事業名（事務内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化 

人
材
育
成 

啓
発
と
周
知 

生
き
る
支
援 

児
童
生
徒
Ｓ
Ｏ
Ｓ 

子
ど
も
・
若
者 

働
き
盛
り
世
代 

生
活
困
窮
者
・
無
職
者
等 

高
齢
者 

女
性 

 

妊娠届及び出生届に関す

ること 

本人や家族との接触時に状態を把握し、問題があれば関係機
関につなげるなど、自殺対策を踏まえた対応の強化を図ること
ができる。 

●  ● ●       

訪問指導(妊産婦・新生

児・乳幼児)に関すること 

乳幼児を抱えた母親の抱えがちな自殺のリスクと対応について
理解し、母親との面談時に異変や困難に気づき、問題があれ

ば関係機関につなげるなど、自殺対策を踏まえた対応の強化
を図ることができる。 

●  ● ●       

各種健康相談・健康診査
（乳児相談・乳児健診・1

歳 6カ月児健診・2歳児歯
科健診・3歳児健診・4歳
児健康相談） 

問診時に保護者の心身の状況などを確認し、問題があれば関

係機関につなげるなど、自殺対策を踏まえた対応の強化を図
ることができる。 

●  ● ●       

発達支援相談に関する 
こと 

子どもの発達に関して専門家が相談に応じることで、母親の負

担や不安感の軽減に寄与し得る。必要時には別の関係機関
へつなぐなど対応を取ることで、包括的な支援を提供し得る。 

●   ●       

福
祉
介
護
課 

介護保険の相談に関する

こと 

介護は当人や家族にとっての負担が大きく、時に自殺リスクに

つながる場合もある。介護にまつわる諸問題についての相談
機会の提供を通じて、家族や当人が抱える様々な問題を察知
し、支援につなげることは、自殺対策（生きることの包括的支

援）にもつながる。 

●        ●  

権利擁護に関すること 

判断能力に不安を抱える方の中には、精神疾患や知的障害
等を有し、自殺のリスクが高い方も含まれる可能性がある。事
業の中で当事者と接触する機会があれば、自殺のリスクが高

い人の情報をキャッチし、支援につなぐための機会、接点となり
得る。 

●          

地域包括ケアシステムに
関すること 

さまざまな活動を通じて、地域の問題を察知し支援へとつなげ
る体制を整えるだけでなく、地域住民同士の支え合いや助け
合いの力の醸成にもつながり、それは自殺対策（生きることの

包括的支援）にもなり得る。 

●        ●  

地域ケア会議に関すること 

地域の高齢者が抱える問題や自殺リスクの高い方の情報など
を把握し、ケア会議などで共有することで、自殺対策のことも念
頭において、高齢者向け施策を展開する関係者間での連携

関係の強化や、地域資源の連動につなげていくことができる。 

●        ●  

認知症カフェに関すること 

認知症の当事者やその家族のみならず、介護従事者が悩み

を共有したり、情報交換を行ったりできる場を設けることで、支
援者相互の支え合いの推進に寄与し得る。 

●        ●  

認知症サポーター及びキ
ャラバン・メイトに関すること 

認知症の家族にかかる負担は大きく、介護の中で共倒れとな
ったり心中が生じたりする危険性もある。サポーターにゲートキ
ーパー研修を受講してもらうことで、サポーターがそうしたリスク

の早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるように
なる可能性がある。 

● ● ● ●     ●  

家族介護支援事業（家族
介護教室等）に関すること 

支援者（家族）への支援は新しい自殺総合対策大綱でも重点
項目の 1つとされており、家族の負担軽減を通じて、介護の負
担から起こる殺人や心中などの防止に寄与し得る。講習会

は、家族との接触を通じて、支援者（家族）の異変を察知する
機会ともなり得る。 

●        ●  

障がい者計画に関すること 

障害者福祉事業と自殺対策事業との連携可能な部分の検討

を進めることにより、両事業のさらなる連携の促進を図ることが
できる。 

●          

民生・児童委員による地域
の相談・支援 

相談者の中で問題が明確化しておらずとも、町民にもっとも身
近な相談員という立場から、気軽に相談できるという強みが民

生・児童委員にはある。地域で困難を抱えている人に気づき、
適切な相談機関につなげるうえで、地域の最初の窓口として
機能し得る。 

 

●     ● ● ● ● ● 
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担
当
部
署 

事業名（事務内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化 

人
材
育
成 

啓
発
と
周
知 

生
き
る
支
援 

児
童
生
徒
Ｓ
Ｏ
Ｓ 

子
ど
も
・
若
者 

働
き
盛
り
世
代 

生
活
困
窮
者
・
無
職
者
等 

高
齢
者 

女
性 

 

生活保護に関すること 

生活保護利用者（受給者）は、利用（受給）していない人に比
べて自殺のリスクが高いことが既存調査により明らかになって

おり、各種相談・支援の提供は、そうした人々にアプローチする
ための機会となり得る。 

   ●  ● ● ● ● ● 

生理用品無償配布 
様々な事情を抱えている女性への経済的支援や相談先のお
知らせを同封することで早期対応への接点となり得る。 

       ●  ● 

高齢者在宅福祉事業に関
すること 

サービスを通して、高齢者とコミュニケーションをとることができ
れば、 高齢者の孤立防止や自殺のリスクの早期発見に寄与

し得る。 

        ●  

ほのぼの交流協力員事業

に関すること 

地域の見守り名簿の情報を、見守り活動を行う住民団体や町
内会等と共有することで、自殺のリスクを抱えている可能性の

ある住民への支援に活用できる。（ただし、個人情報の扱いに
は十分な注意が必要） 

●        ●  

老人クラブに関すること 

研修会で、万が一の時のために、高齢者の自殺実態とその対
策（気づきと対応など）について説明することで、同年代の高齢

者のリスクの察知と対応についての理解促進を図ることができ
る。 

●        ●  

災害時避難行動要支援者

名簿に関すること 

地域の見守り名簿の情報を、見守り活動を行う住民団体や町
内会などと共有することで、自殺のリスクを抱えている可能性

のある住民への支援に活用できる。（ただし、個人情報の扱い
には十分な注意が必要） 

●      ●  ●  

障害福祉サービス事業に

関すること 

障害者の抱える様々な問題に気づき、適切な支援先へとつな
げる上での最初の窓口となり得るもので、そうした取組は自殺リ
スクの軽減にも寄与し得る。 

●          

障害児通所支援事業に関

すること 

障害児を抱えた保護者への相談支援の提供は、保護者に過
度な負担がかかるのを防ぎ、結果として保護者の自殺リスクの
軽減にも寄与し得る。 

●          

老人保護措置に関する 
こと 

老人ホームへの入所手続きの中で、当人や家族などと接触の
機会があり、問題状況などの聞き取りができれば、家庭での
様々な問題について察知し、必要な支援先につなげる接点と

もなり得る。 

●          

特別障害者手当・障害児
福祉手当に関すること 

手当の支給に際して、当事者や家族などと対面で応対する機

会を活用することで、問題の早期発見・早期対応への接点に
なり得る。 

●          

ボランティアに関すること 
住民ボランティアの育成を通じて、地域全体の気づきの力を高
めていくことにより、 地域における気づき役となる担い手を拡充
することにつながり得る。 

●  ●        

総
務
課 

職員の研修に関すること 

職員研修の１コマとして、自殺対策に関する講義を導入するこ

とで、全庁的に自殺予防対策を推進するためのベースとなり得
る。 

● ● ●        

職員の健康診断に関する
こと（人間ドックを含む） 

町民からの相談に応じる職員の、心身面の健康維持増進を図
ることで、「支援者への支援」となる可能性がある。 

 ● ●        

安全衛生・職員のストレス
チェックに関すること 

町民からの相談に応じる職員の、心身面の健康維持増進を図
ることで、「支援者への支援」となる可能性がある。 

 ● ●        

消防団に関すること 
消防学校などを活用したゲートキーパー研修による異変の早期
発見につながる機会となり得る。 

● ● ●        

地域防災計画に関する 
こと 

自殺総合対策大綱において、大規模災害における被災者の心
のケア支援事業の充実・改善や、各種の生活上の不安や悩み
に対する相談や実務的な支援と専門的な心のケアとの連携強

化の必要性が謳われている。 
地域防災計画においてメンタルヘルスの重要性や施策などに
ついて言及することで、有事の際における被災者のメンタルヘ

ルス対策を推進し得る。  

  ●        
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広報に関すること 
特に広報紙は、町民にとって最も身近な情報媒体であり、自殺
予防に関する相談会や支援策などの情報を提供する機会とな
る。 

  ●        

公聴に関すること 
自殺予防対策の取組みなどをテーマに公聴会を開催すること
で、町民への啓発の機会となり得る。 

  ●        

行政員に関すること 
町の自殺の現状と対策について情報提供したり、ゲートキーパ
ーの役割を啓発したりすることで、住民同士で支え合いや見守

りができる体制が推進される。 

  ●        

行政相談に関すること 
相談員が、相談に訪れた町民の異変に気づき、支援につなげ
るような取り組みが考えられる。 

  ●        

企
画
財
政
課 

連携中枢都市圏に関する

こと 

近隣市町村と連携して、自殺予防対策に取り組むことができ

る。 
●   ●       

総合振興計画に関する 
こと 

今後の改定の際には、計画の中で自殺予防対策に関する内容
を掲載することで、総合的・全庁的に対策を進めやすくなる。 

   ●       

地域担当職員制度に関す
ること 

地域担当職員を通じたＰＲ活動を通し、心の健康づくりの啓発
や地域の見守り体制の構築を図ることができる。 

  ●        

税
務
課 

なんでも税相談に関するこ
と 

自殺者の多くが複数の問題を抱えていることから、各種相談を

受ける窓口職員は、潜在的な自殺リスクの高い人をキャッチす
るうえで重要となる。 
相談対応を行う職員にゲートキーパー研修を受講してもらい、

町内外の相談窓口情報を知ってもらうことで、その職員がつな
ぎ役の対応をとれる可能性がある。 

  ● ●  ● ● ● ● ● 

国民健康保険税の徴収及
び滞納者対策に関すること 

税や保険料の滞納をしている人は、経済的な困難を抱えてい
る方も少なくない。 

納付勧奨等の措置を講じる中で、当事者から状況の聞き取りを
行い、必要に応じてさまざまな支援機関につなげるなど、支援
への接点となり得る。 

   ●  ● ● ●  ● 

納税相談に関すること 

納税や年金の支払いなどを期限までに行えない町民は、生活
面で深刻な問題を抱えていたり、困難な状況にあったりする可

能性が高いため、そういった相談を「生きることの包括的な支
援」のきっかけと捉え、さまざまな支援につなげる体制を整えて
おく必要がある。 

相談対応を行う職員にゲートキーパー研修を受講してもらい、
町内外の相談窓口情報を知ってもらうことで、その職員がつな
ぎ役の対応をとれる可能性がある。 

   ●  ● ● ● ● ● 

確定申告時での相談 
職員のゲートキーパー研修により、町民と顔を合わせる機会に
おいて様々な相談を受けることから、異変の発見につながる機

会となり得る。 

   ●  ● ● ● ● ● 

住
民
生
活
課 

人権擁護に関すること 

相談会場に相談機関のパンフレットを配架することで、町民の
自殺に対する啓発の機会となり得る。 
自殺予防をテーマにした映画上映や講話により命の大切さを

理解することの醸成につながる。 

  ●        

住民の相談受付及び連絡
調整に関すること 

自殺者の多くが複数の問題を抱えていることから、各種相談を
受ける窓口職員は、潜在的な自殺リスクの高い人をキャッチす

るうえで重要となる。 
相談対応を行う職員にゲートキーパー研修を受講してもらい、
町内外の相談窓口情報を知ってもらうことで、その職員がつな

ぎ役の対応をとれる可能性がある。 

   ●       

国民年金に関すること 

年金の支払いを期限までに行えない町民は、生活面で深刻な

問題を抱えていたり、困難な状況にあったりする可能性が高い
ため、そういった相談を「生きることの包括的な支援」のきっか
けと捉え、さまざまな支援につなげる体制を整えておく必要が

ある。 
相談対応を行う職員にゲートキーパー研修を受講してもらい、
町内外の相談窓口情報を知ってもらうことで、その職員がつな

ぎ役の対応をとれる可能性がある。 

   ●   ● ●   
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消費者行政に関すること 

消費生活上の困難を抱える人々は、自殺リスクの高いグルー
プでもある。消費生活に関する相談をきっかけに、抱えている
他の課題も把握・対応していくことで、包括的な問題の解決に

向けた支援を展開し得る。 
借金を抱えて命を落とす人もいるので、フォーラムのテーマ設
定によっては、自殺予防対策にもつながり得る。 

  ●        

農
林
課 

農業経営における各種制

度 

農業経営に関する相談や助成制度などの説明時に、自殺のリ
スクとなりかねない問題の相談を受けた際には、その職員がつ
なぎ役の対応をとれる可能性がある。 

   ●       

窓口などでの対応 
職員のゲートキーパー研修により、「農業用免税軽油」や「水稲
生産実施計画」の受付の際など、町民と顔を合わせる機会に
おいて異変の発見につながる機会となり得る。 

   ●       

商
工
観
光
課 

雇用対策に関すること 

無職者や転職希望者に求人情報や面接会の情報、就職支援

セミナーなどの情報を公開し、さらに相談機会を設けることによ
り、無職者や転職希望者の心の支えとなり、自殺予防に寄与し
得る。 

   ●    ●   

達者村宅配事業（実施主
体：南部町商工会） 

買い物困難者への支援を通して、一人暮らしの安否確認、高
齢者とコミュニケーションをとることで、 高齢者の孤立防止や

自殺のリスクの早期発見に寄与し得る。 

   ●     ●  

達者村買物サービス（実
施主体：南部町商工会） 

達者村宅配事業とともに買物弱者への支援を通して、高齢者

とコミュニケーションをとることで、 高齢者の孤立防止や自殺
のリスクの早期発見に寄与し得る。 

   ● ●    ●  

達者村宅配及び移動販売
サービス事業（実施主体：

南部町商工会） 

高齢者など買い物弱者への支援をすることにより、一人暮らしの
安否確認や高齢者とコミュニケーションを図り、孤立防止や自殺

のリスクの早期発見に寄与し得る。 

   ●     ●  

プレミアム商品券発行事
業（実施主体：南部町商工

会） 

プレミアム商品券を発行することによって町民の消費喚起を促
し、町内商店街や店舗の賑わいを創出することで、町内事業者
の経営悪化や倒産を防ぎ、事業者の自殺予防につながり、さら

には、店舗を利用する高齢者の見守りや自殺のリスクの早期発
見に寄与し得る。 

   ●     ●  

小企業経営改善資金利子
補給事業（実施主体：町） 

町内事業者が日本政策金融公庫からの借入金に対して支払
う利息について、町が支援を行うことにより、経営難に直面して

いる事業者の経営安定や自殺予防に寄与し得る。 

   ●       

中小企業融資制度保証料
補給事業（実施主体：町） 

町内事業者が町で行う制度融資を利用するため、青森県信

用保証協会に支払う保証料の支援を行うことにより、経営難に
直面している事業者の経営安定や自殺予防に寄与し得る。 

   ●       

創業事業費補助金事業
（実施主体：町） 

新規創業や二次創業希望者への支援を行うことにより、地域
経済の活性化を図るとともに、新たな雇用の創出機会を与え

ることで自殺予防に寄与し得る。 

   ●       

営業店舗リフォーム補助
金事業（実施主体：町） 

営業店舗のリフォームを促進することにより、地域経済の活性
化及び商店の持続化を図るとともに、町内商店街や店舗の賑

わいを創出し、町内事業者の経営悪化や倒産を防ぐことで、
事業者の自殺予防につながり、さらには、店舗を利用する高齢
者の見守りや自殺のリスクの早期発見に寄与し得る。 

   ●       

南部町商工会補助金事業

（実施主体：南部町商工
会） 

商工会が町内事業者の経営相談や巡回経営指導を行うこと

により、事業者の経営状況や心身の状況を確認することがで
き、事業者の自殺予防に寄与し得る。 

   ●       

出稼ぎ及び労働者対策に
関すること 

出稼労働者に手帳を交付することで出稼労働者を把握し、就

業先の職場環境や労働条件を確認でき、被雇用者の自殺予
防に寄与し得る。 

   ●       

建
設
課 

下水道使用料の滞納処理
に関すること 

使用料の徴収員にゲートキーパー研修を受講してもらうことに

より、問題を抱えて生活難に陥っている家庭に対して、徴収員
が必要に応じて他機関へつなぐ等の対応をとれるようになる可
能性がある。  

       ●   



- 65 - 

 

担
当
部
署 

事業名（事務内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化 

人
材
育
成 

啓
発
と
周
知 

生
き
る
支
援 

児
童
生
徒
Ｓ
Ｏ
Ｓ 

子
ど
も
・
若
者 

働
き
盛
り
世
代 

生
活
困
窮
者
・
無
職
者
等 

高
齢
者 

女
性 

町営住宅管理（家賃徴収・
維持）に関すること。 

町営住宅の入居者や入居希望者は、生活困窮や低収入な
ど、生活面で困難や問題を抱えていることが少なくないため、
自殺のリスクが潜在的に高いと思われる町民に接触するため

の有効な窓口となり得る。 
家賃滞納者の中には、生活面で深刻な問題を抱えていたり、
困難な状況にあったりする可能性が高いため、そういった相談

を「生きることの包括的な支援」のきっかけと捉え、さまざまな
支援につなげる体制を整えておく必要がある。 
家賃の相談を受けたり徴収を行ったりする職員にゲートキーパ

ー研修を受講してもらうことにより、気づき役やつなぎ役の対応
をとれる可能性がある。 

●       ● ●  

出
納
室 

窓口対応 
職員のゲートキーパー研修により、納入時など町民と顔を合わ

せる機会において異変の早期発見につながる機会となり得る。 
● ●         

町
営
市
場 

職員のスキルアップ 
ゲートキーパー研修を通じて出荷者、買受人などの異変の早
期発見につながるほか、必要に応じて支援機関につなげるな
ど、支援への接点となり得る。 

● ● ●    ●    

医
療
セ
ン
タ
ー 

包括ケア会議等関係機関
との連携 

外来患者、入院患者本人のみならず家族などに対する支援に
ついて関係機関と連携し、サービス利用など適切な支援につ
なげるなど、地域においても見守り・支援が受けられる体制を

図ることができる。 

● ●      ● ●  

学
務
課 

いじめ防止対策などに関す
ること 

南部町いじめ防止基本方針に基づき、いじめを受けている児

童生徒の早期発見と対応を行うだけでなく、周囲に助けを求め
られるよう、ＳＯＳの出し方教育を推進することで、児童生徒の
自殺防止に寄与し得る。 

   ● ● ●     

職員及び児童生徒の健康
診断に関すること 

学校職員（支援者）の健康管理を通じて、支援者に対する支
援の充実を図ることができる。 

   ●       

スクールカウンセラーに関
すること 

不登校の子どもは当人自身のみならず、その家庭もさまざまな
問題や自殺リスクを抱えている可能性もあることから、スクール
カウンセラーと関係者が連携することで、児童・生徒の家庭の

状況にも配慮しながら、連携して問題解決へとつなげることが
可能になり得る。また、保護者や教職員への相談に対し、子育
てをはじめとするさまざまな相談に応じることで、家庭の直面し

ている問題に早期に気づき、適切な関係機関につなげるなど、
必要な支援への窓口となり得る。相談者に対し、相談リーフレ
ットを配布することで、さまざまな相談先の情報を周知する機

会ともなり得る。 

  ● ● ● ●     

教職員の研修（ふるさと研

修含む）に関すること 

研修の中で自殺問題や支援先などに関する情報を提供するこ

とにより、子どもの自殺リスクに直面した際の対応と支援につい
て理解を深めてもらう機会となり得る。研修でリーフレットを配布
することにより、児童・生徒向けの支援策の周知を図ることもで

きる。 

  ●        

幼、保、小、中連携に関す

ること 

幼稚園、保育所、小学校、中学校間で、児童生徒の家族の状
況なども含めて情報を共有することができれば、自殺のリスクを
抱える家庭を包括的・継続的に支援することができる。 

●  ●   ●     

要保護、準要保護児童生
徒に関すること 

就学に際して経済的困難を抱えている児童・生徒は、その他
にもさまざまな問題を抱えていたり、保護者自身も困難を抱え
ていたりする可能性が考えられる。 

費用の補助に際して保護者と応対する際に、家庭状況に関す
る聞き取りを行うことで、自殺リスクの早期発見と対応に加え、
相談先一覧のリーフレットの配布などを通じた情報提供の機会

にもなり得る。 
  

   ●    ●   
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ク
強
化 

人
材
育
成 

啓
発
と
周
知 

生
き
る
支
援 

児
童
生
徒
Ｓ
Ｏ
Ｓ 

子
ど
も
・
若
者 

働
き
盛
り
世
代 

生
活
困
窮
者
・
無
職
者
等 

高
齢
者 

女
性 

特別支援就学奨励費に関

すること 

就学に際して経済的困難を抱えている児童・生徒は、その他
にもさまざまな問題を抱えていたり、保護者自身も困難を抱え

ていたりする可能性が考えられる。 
費用の補助に際して保護者と応対する際に、家庭状況に関す
る聞き取りを行うことで、自殺リスクの早期発見と対応に加え、

相談先一覧のリーフレットの配布などを通じた情報提供の機会
にもなり得る。 

   ●    ●   

読書活動、学校図書館に

関すること 

学校に行きづらいと思っている子どもたちにとって「安心して過
ごせる居場所」となり得る可能性がある。 
図書室スペースを利用し、９月の自殺予防週間や３月の自殺

対策強化月間時に、「いのち」や「心の健康」をテーマにした展
示や関連図書の特集を行うことで、児童生徒に対する情報周
知を図ることができる。 

  ● ● ● ●     

健康教育 
児童生徒が心の健康教室を通して、いのちの大切さを実感し
たり、ストレスの対処方法を学んだりすることができる。 

  ●  ● ●     

社
会
教
育
課 

まべち笑楽校に関すること 
カリキュラムの１コマとして、自殺対策に関する講義を開講する
ことで、自殺の現状と自殺予防に対する町民の理解促進を図
ることができる。 

  ●      ●  

町連合父母と教師の会に
関すること 

毎年秋に実施される研修会において、自殺予防のテーマを設
定することができれば、啓発の機会になり得る。 

  ●        

二十歳の祝典に関するこ 

と 

二十歳の対象者へ相談機関のパンフレットを配布することで、

町民の自殺に対する啓発の機会となり得る。 
  ●   ●     

転倒・寝たきり予防教室に

関すること 

高齢者の身体の健康維持・増進を図りながら、心の健康づくり

にも目を向ける機会となり得る。 
  ●      ●  

名川中学校１階図書   
室 

名川中学校１階図書室を啓発活動の拠点とし、自殺対策強

化月間や自殺予防週間などの際に連携できれば、町民に対
する情報提供の場として活用し得る。 
図書室スペースを利用し、9月の自殺予防週間や３月の自殺

対策強化月間時に、「いのち」や「心の健康」をテーマにした展
示や関連図書の特集を行うことで、利用者に対する情報周知
を図ることができる。 

  ● ● ● ●   ●  

農
業
委
員
会 

農業者年金に関する 
こと 

年金掛金の支払などを期限までに行えない町民は、生活面で
深刻な問題を抱えていたり、困難な状況にあったりする可能性
が高いため、そういった相談を「生きることの包括的な支援」の

きっかけと捉え、さまざまな支援につなげる体制を整えておく必
要がある。 
相談対応を行う職員にゲートキーパー研修を受講してもらい、

町内外の相談窓口情報を知ってもらうことで、その職員がつな
ぎ役の対応をとれる可能性がある。 

●  ● ●       

窓口などでの対応 
職員のゲートキーパー研修により、土地賃借の相談時や耕作
証明書申請時など、町民と顔を合わせる機会において異変の
早期発見につながる機会となり得る。 

 ● ●        

  

変身!! 
町では、自殺対策予防として心

の健康ビデオ「いのちをつなぐ

わ（私・和）の町」を制作しま

した。 
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いのち支える南部町自殺対策計画策定委員 名簿 

（南部町健康づくり推進協議会委員） 

任期：令和４年７月19日～令和７年３月31日 

 

敬称略 

分類 氏名 所属等 

医療機関 

稲 村 裕 之 イナムラ歯科医院 院長 

石 田 哲 平 国民健康保険南部町医療センター 院長 

議会 馬 場 又 彦 南部町議会教育民生常任委員会 委員長 

関係行政

機関 

齋 藤 和 子 三八地域県民局 地域健康福祉部 保健総室長 

坂 本 典 男 南部町国民健康保険運営協議会 会長職務代行者 

教育関係

団体 

竹 原 まり子 南部町校長会 代表 福地小学校 校長 

山 形 千 佳 南部町小中学校養護教諭 福地中学校 養護教諭 

柴 田 雅 代 南部町立学校給食センター栄養教諭 

保健衛生

関係団体 

小澤田 ひ め 南部町保健推進員 代表 

小 島 育 子 南部町食生活改善推進員会 会長 

地域住民

代表 

根 市 奉 弘 南部町連合父母と教師の会 会長 

藤 井 将 人 あかね幼稚園父母の会 会長 

滝 田 大 作 南部町商工会 青年部 部長 

河守田 康 明 南部農夢 会長 
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計画の策定経過 

 

 

１ 第１回南部町自殺対策計画策定委員会議 

①日時  令和５年７月12日 午後１時30分～午後３時 

②場所  南部町健康センター 

③内容  ・いのち支える南部町自殺対策計画評価について 

・第２次いのち支える南部町自殺対策計画策定方針について 

・策定スケジュールについて 

 

２ 第２回南部町自殺対策計画策定委員会議 

①日時  令和５年11月22日 午後１時30分～午後３時 

②場所  南部町健康センター 

③内容  ・いのち支える南部町自殺対策計画最終評価について 

・第２次いのち支える南部町自殺対策計画（骨子案）について 

 

３ 第３回南部町自殺対策計画策定委員会議 

①日時  令和６年２月26日 午後１時30分～午後２時30分 

②場所  南部町健康センター 

③内容  ・第２次いのち支える南部町自殺対策計画（最終案）について 

 

４ 意見公募 

①意見募集期間 令和６年２月28日～令和６年３月13日（15日間） 
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南部町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱 

 

平成 30年 8月 29日制定 

健福要綱第 44号 

改正 令和３年４月１日 健こ要綱第７号 

 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）に基づき、生きるための包括的な支

援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、南部町いのち

支える自殺対策推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１） 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。 

（２） 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。 

（３） 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。 

（４） 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。 

（５） その他自殺対策の総合的な推進に関すること。 

 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。 

３ 本部員は、教育長、各課長、室長、事務局長、事務長及び市場長をもって充てる。 

 

（本部長及び副本部長の職務） 

第４条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。 

２ 本部は、本部員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。 

４ 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、意見

若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

５ 本部の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長

の決するところによる。 
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（幹事会） 

第６条 本部に、所掌事務の専門的な検討及び調査を行わせるため、本部に幹事会を置

く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は健康福祉課長をもって充て、副幹事長は健康福祉課長補佐をもって充てる。 

４ 幹事は、各課長補佐及び本部員の次席の職員をもって充てる。 

５ 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。 

６ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

７ 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。 

８ 幹事長は、幹事会における検討及び調査の進捗状況を本部長に報告するものとする。 

 

（庶務） 

第７条 本部及び幹事会の庶務は、健康こども課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年８月 29日から施行する。 

 

   附 則（令和３年４月１日健こ要綱第７号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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第２次いのち支える南部町自殺対策計画 

令和６年３月 

発行 南部町健康こども課 

〒039-0595 

青森県三戸郡南部町大字下名久井字白山91番地１ 

電話 0178-60-7101 ／ FAX 0178-76-3904 
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